
備 考

 　ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ　ｻｶﾞﾀﾞｲｶﾞｸ

 　ｻｶﾞﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸｲﾝ

　（修士課程）

　　金融・経済政策専攻　　　４　　　　※平成28年４月学生募集停止　　 　（△4）

　　企業経営専攻　　　　　　４　　　　※平成28年４月学生募集停止　　 　（△4）

　　　　計　　　　 　　 　４７　　　　　　　計　　　　　　　　　　２０（△27）

　教育学研究科　　　　　入学定員　　地域デザイン研究科　　　　　入学定員

　（修士課程）　　　　　　　　　　　（修士課程）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域デザイン専攻　　　　　　２０

　　学校教育専攻　　　　　　６　　　　※平成28年４月学生募集停止　　 　（△6）

　　教科教育専攻　　　　　３３　　　　※平成28年４月学生募集停止　　  （△33）

　経済学研究科

　　（３年次編入学） ２０　　　　　※平成30年４月学生募集停止　　　   　（△20）

　　　　計　　　 　２６０　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　１２０（△140）

・平成28年４月　大学院教育学研究科並びに大学院経済学研究科を次のとおり改組予定

　　　　　　　　（平成27年３月意見伺い書類提出済）

　　　（改組前）　　　　　　　　　　　　（改組後）

　文化教育学部　　入学定員　　　　教育学部　　　　　　　　　　　　入学定員

　（学士課程）　　　　　　　　　　（学士課程）

　　学校教育課程　 　９０　　　　　学校教育課程〔定員増〕　　　　１２０   （30）

　　人間環境課程　　 ６０　　　　　※平成28年４月学生募集停止　　　　   （△60）

　　国際文化課程　　 ６０　　　　　※平成28年４月学生募集停止　　　　   （△60）

　　美術・工芸課程　 ３０　　　　　※平成28年４月学生募集停止　　　   　（△30）

　　　　芸術地域デザイン学科　　　　１１０　　　　５

　　　　　　計　　　　　　　　　　　１１０　　　　５

・平成28年４月　文化教育学部（学士課程）を次のとおり名称変更予定

　　　　　　　　（平成27年５月事前伺い（名称変更）書類提出予定）

　　　（名称変更前）　　　　　　　　　　　　　　（名称変更後）

同一設置者内における
変更状況

（定員の移行，
名称の変更等）

・平成28年４月　芸術地域デザイン学部（学士課程）を次のとおり設置予定

　　　　　　　　（平成27年３月意見伺い書類提出済）

　　　芸術地域デザイン学部　　　　入学定員　　編入学定員

　　　（学士課程）

教職大学院

14条特例の実施

平成28年４月
第１年次

佐賀県佐賀市本庄町１
番地

計 20 － 40

2 20 － 40
教職修士
（専門職）

（英文）
Graduate School of
Teacher Education
(professional degree
course)
Course of Practical
Education Research

所　在　地

年 人 年次
人

人 　　年　月
第　年次

学校教育学研究科
教育実践探究専攻
（専門職学位課程）

新 設 学 部 等 の 目 的
　佐賀の地域に必要とされ、学校教育現場の諸課題に対応し、課題解決できるよう
な「開発と省察の往還」による高度な専門性と実践的指導力を備えた教員の養成を
行うことにより、地域の教育社会の発展に寄与することを目的とする。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

大 学 の 名 称 佐賀大学大学院　(Graduate Schools of Saga University)

大 学 本 部 の 位 置 佐賀県佐賀市本庄町１番地

大 学 の 目 的

　国際的視野を有し、豊かな教養と深い専門知識を生かして社会で自立できる個人
を育成するとともに、高度の学術的研究を行い、さらに、地域の知的拠点として、
地域及び諸外国との文化、健康、社会、科学技術に関する連携交流を通して学術
的、文化的貢献を果たすことにより、地域社会及び国際社会の発展に寄与すること
を目的とする。

計 画 の 区 分 研究科の設置

フ リ ガ ナ

設 置 者 国立大学法人　佐　賀　大　学

フ リ ガ ナ

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄
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0 －

(322) (272) (42) (53) (689) (0) （－）
合　　　　計

322 272 42 53 689

0 －

(315) (265) (42) (53) (675) (0) （－）
計

315 265 42 53 675

0 0

(0) (1) (1) (0) (2) (0) (0)
地域学歴史文化研究センター

0 1 1 0 2

0 0

(1) (2) (0) (3) (6) (0) (0)
シンクロトロン光応用研究センター

1 2 0 3 6

0 0

(3) (4) (0) (0) (7) (0) (0)
低平地沿岸海域研究センター

3 4 0 0 7

0 0

(1) (1) (0) (0) (2) (0) (0)
国際交流推進センター

1 1 0 0 2

0 0

(1) (2) (0) (1) (4) (0) (0)
総合情報基盤センター

1 2 0 1 4

0 0

(0) (4) (0) (2) (6) (0) (0)
総合分析実験センター

0 4 0 2 6

0 0

(4) (3) (0) (3) (10) (0) (0)
海洋エネルギー研究センター

4 3 0 3 10

0 0

(0) (0) (1) (0) (1) (0) (0)
学生支援室

0 0 1 0 1

0 0

(1) (1) (1) (0) (3) (0) (0)
保健管理センター

1 1 1 0 3

0 251

(8) (12) (5) (0) (25) (0) (251)
全学教育機構

8 12 5 0 25

0 0

(1) (0) (0) (0) (1) (0) (0)
産学・地域連携機構

1 0 0 0 1

0 0

(0) (2) (0) (0) (2) (0) (0)
卒後臨床研修センター

0 2 0 0 2

0 0

(0) (1) (0) (0) (1) (0) (0)
キャリアセンター

0 1 0 0 1

0 0

(0) (1) (0) (0) (1) (0) (0)
アドミッションセンター

0 1 0 0 1

0 3

(26) (22) (0) (0) (48) (0) (3)
農学研究科
　生物資源科学専攻（修士課程）

26 22 0 0 48

0 0

(70) (52) (1) (0) (123) (0) (0)
　システム創成科学専攻（博士後期課程）

70 52 1 0 123

0 0

(10) (9) (0) (3) (22) (0) (0)
　先端融合工学専攻（博士前期課程）

10 9 0 3 22

0 4

(12) (10) (1) (2) (25) (0) (4)
　都市工学専攻（博士前期課程）

12 10 1 2 25

0 1

(8) (7) (2) (3) (20) (0) (1)
　電気電子工学専攻（博士前期課程）

8 7 2 3 20

0 1

(11) (9) (2) (3) (25) (0) (1)
　機械システム工学専攻（博士前期課程）

11 9 2 3 25

0 7

(10) (8) (0) (4) (22) (0) (7)
　循環物質化学専攻（博士前期課程）

10 8 0 4 22

0 2

(9) (6) (1) (3) (19) (0) (2)
　知能情報システム学専攻（博士前期課程）

9 6 1 3 19

0 2

(6) (8) (0) (0) (14) (0) (2)
　物理科学専攻（博士前期課程）

6 8 0 0 14

0 1

(6) (2) (4) (0) (12) (0) (1)
工学系研究科
　数理科学専攻（博士前期課程）

6 2 4 0 12

0 18

(9) (4) (3) (4) (20) (0) (18)
　看護学専攻（修士課程）

9 4 3 4 20

0 17

(51) (38) (13) (15) (117) (0) (17)
　医科学専攻（博士課程）

51 38 13 15 117

(34) (7) (7) (92) (0) (14)

(10)

医学系研究科
　医科学専攻（修士課程）

44 34 7 7 92 0 14

(44)

(23) (22) (0) (0) (45) (0)
平成27年３月設置
申請中(意見伺い)既

設

分

地域デザイン研究科
　地域デザイン専攻（修士課程）

23 22 0 0 45 0 10

(7) (0) (0) (14) (0) （－）
計

7 7 0 0 14 0 －

(7)

7 7 0 0 14 0

(7) (0) (0)

人 人 人

24

(14) (0) (24)

助教 計 助手

新

設

分

学校教育学研究科
教育実践探究専攻（専門職学位課程）

人 人 人 人

(7)

４６　単位教育実践探究専攻

（専門職学位課程）

教

員

組

織

の

概

要

学　部　等　の　名　称
専任教員等 兼 任

教 員 等教授 准教授 講師

演習 実験・実習 計

学校教育学研究科

－ 　科目 ３５　科目 １１　科目 ４６　科目

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義
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※大学全体

※大学全体

※大学全体

　　各課程共通  ３年次 20 40

　美術・工芸課程 4 30 － 120 学士（美術・工芸） 1.03 平成9年度

平成9年度

学士（健康福祉・スポーツ）

1.05 平成9年度

　人間環境課程 4 60 － 240 学士（人間環境） 1.06

　国際文化課程 4 60 － 240 学士（国際文化）

佐賀県佐賀市本庄
町１番地　学校教育課程 4 90 － 360 学士（学校教育） 1.05 平成9年度

倍

文化教育学部 1.05

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人

学生納付金以外の維持方法の概要 －

大 学 の 名 称 　佐賀大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

第６年次

－　千円 －　千円 －　千円 －　千円 －　千円 －　千円

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次

－千円 －千円

設 備 購 入 費 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円

図 書 購 入 費 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円

－千円 国費（運営費交
付金）による

共 同 研 究 費 等 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円

第４年次 第５年次 第６年次

教員１人当り研究費等 －千円 －千円 －千円 －千円 －千円

体育館以外のスポーツ施設の概要

5,543　㎡ 陸上競技場、野球場、テニスコート、弓道場、プール

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次 第３年次

図書館
面積 閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

大学全体
7,643　㎡ 769 565,806

体育館
面積

230

（728,767〔226,342〕） （11,869〔4,091〕） （11,662〔10,177〕） （3,732） (7,066) (230)
計

745,567〔229,542〕 11,889〔4,093〕 11,682〔10,187〕 3,964 8,106

3,964 8,106 230 大学全体での共
用分を含む（728,767〔226,342〕） （11,869〔4,091〕） （11,662〔10,177〕） （3,732） (7,066) (230)

標本
〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 種 〔うち外国書〕 点 点 点図
書
・
設
備

新設学部等の名称

図書 学術雑誌
視聴覚資料機械・器具

学校教育学研究科
教育実践探究専攻
(専門職学位課程)

745,567〔229,542〕 11,889〔4,093〕 11,682〔10,187〕

専 任 教 員 研 究 室

新設学部等の名称 室　　　数

学校教育学研究科
教育実践探究専攻（専門職学位課程）

１２ 室

１３８　室 ５７９　室
１８　室 ５　室

（補助職員－人） （補助職員－人）

（　　　　　0 ㎡）（　　　　　0 ㎡）（　　 154,880 ㎡）

教室等

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

９０　室

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

154,880 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 154,880 ㎡

（　　 154,880 ㎡）

そ の 他 374,981 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 374,981 ㎡

合 計 830,556 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 830,556 ㎡

0 ㎡ 135,684 ㎡

小 計 455,575 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 455,575 ㎡

計
※大学全体

借地面積 16,232㎡
H26.4.1～H27.3.31
　　　　　5,014㎡
H24.4.1～H29.3.31
　　　　　　467㎡
H26.4.1～H31.3.31
　　　　 10,751㎡

校 舎 敷 地 319,891 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 319,891 ㎡

運 動 場 用 地 135,684 ㎡ 0 ㎡

851 1,999

(1,158) (853) (2,011)

校
　
　
地
　
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

303 1,127

(825) (302) (1,127)

計 1,148

26 36

(10) (26) (36)

そ の 他 の 職 員 824

154 224

(71) (151) (222)

図 書 館 専 門 職 員 10

368 612

(252) (374) (626)

技 術 職 員 70

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

職　　　種 専　　任 兼　　任 計

事 務 職 員

人 人 人

244
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　生物資源科学専攻 2 40 － 80 修士（農学） 1.07 平成22年度

佐賀県佐賀市本庄
町１番地（修士課程）

大学院農学研究科

博士（工学）

0.95 平成22年度

博士（理学）

　システム創成科学専攻 3 24 － 72 博士（学術）

（博士後期課程）

修士（工学）

1.02 平成22年度

修士（理学）

　先端融合工学専攻 2 36 － 72 修士（学術）

　都市工学専攻 2 27 － 54 修士（工学） 0.92 平成22年度

平成22年度

　電気電子工学専攻 2 27 － 54 修士（工学） 1.13 平成22年度

　機械システム工学専攻 2 27 － 54 修士（工学） 1.21

修士（工学）

　循環物質化学専攻 2 27 － 54 修士（理学） 0.99 平成22年度

平成22年度

　知能情報システム学専攻 2 16 － 32 修士（理学） 1.18 平成22年度

1.10 平成22年度

　物理科学専攻 2 15 － 30 修士（理学） 0.95

　数理科学専攻 2 9 － 18 修士（理学）

佐賀県佐賀市本庄
町１番地（博士前期課程）

大学院工学系研究科

　医科学専攻 4 25 － 115 博士（医学） 0.98 平成20年度

平成9年度

（博士課程）

0.43 平成15年度

　看護学専攻 2 16 － 32 修士（看護学） 0.87

　医科学専攻 2 15 － 30 修士（医科学）

佐賀県佐賀市鍋島
五丁目１番１号（修士課程）

大学院医学系研究科

　企業経営専攻 2 4 － 8 修士（経済学） 1.00 平成4年度

　金融・経済政策専攻 2 4 － 8 修士（経済学） 1.00 平成4年度

（修士課程）

大学院経済学研究科 佐賀県佐賀市本庄
町１番地

平成5年度

0.91 平成5年度

　教科教育専攻 2 33 － 66 修士（教育学） 1.04

　学校教育専攻 2 6 － 12 修士（教育学）

佐賀県佐賀市本庄
町１番地（修士課程）

大学院教育学研究科

　　各学科共通  ３年次 10 20

　生命機能科学科 4 40 － 160 学士（農学） 1.05 平成18年度

1.06 平成18年度

　生物環境科学科 4 60 － 240 学士（農学） 1.04 平成18年度

　応用生物科学科 4 45 － 180 学士（農学）

農学部 1.05 佐賀県佐賀市本庄
町１番地

1.05 平成9年度

　　各学科共通  ３年次 20 40

　都市工学科 4 90 － 360 学士（工学）

　電気電子工学科 4 90 － 360 学士（工学） 1.06 平成9年度

　機械システム工学科 4 90 － 360 学士（工学） 1.04 平成9年度

1.03 平成9年度

学士（工学）

　機能物質化学科 4 90 － 360 学士（理学）

　知能情報システム学科 4 60 － 240 学士（理学） 1.05 平成9年度

平成9年度

　物理科学科 4 40 － 160 学士（理学） 1.02 平成9年度

1.04 佐賀県佐賀市本庄
町１番地　数理科学科 4 30 － 120 学士（理学） 1.03

理工学部

1.00 昭和53年度

　看護学科 4 60 － 240 学士（看護学） 1.00 平成5年度

　医学科 6 106 － 630 学士（医学）

医学部 1.00 佐賀県佐賀市鍋島
五丁目１番１号

平成25年度

1.07 平成25年度

　経済法学科 4 70 － 140 学士（経済学） 1.03

　経営学科 4 80 － 160 学士（経済学）

佐賀県佐賀市本庄
町１番地　経済学科 4 110 － 220 学士（経済学） 1.02 平成25年度

経済学部 1.04

既
設
大
学
等
の
状
況
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所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地、佐賀県伊万里市山代町久原字平尾１番48号

設 置 年 月 平成14年４月

規 模 等 土地　10,751 ㎡　建物　4,673 ㎡

規 模 等 土地　- ㎡　建物　450 ㎡

名 称 海洋エネルギー研究センター

目 的

共同利用・共同研究拠点として，海洋エネルギーとその複合利用に関す
る研究を行い，かつ，全国の大学の教員その他の研究機関の研究者で，
センターの目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものの利用及び
研究に供することを目的とする。

目 的 本学の保健管理に関する専門的業務を行うことを目的とする

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

設 置 年 月 昭和45年４月

設 置 年 月 平成25年10月

規 模 等 土地　- ㎡　建物　1,502 ㎡

名 称 保健管理センター

名 称 美術館

目 的
本学の目的，使命にのっとり，本学の教育，研究，社会貢献等の諸活動
を支援するため，必要な芸術資料等を収集，保存，管理及び調査し，並
びに展示公開することを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

設 置 年 月 平成元年４月

規 模 等 土地　- ㎡　建物　7,643 ㎡

規 模 等 土地　- ㎡　建物　7,606 ㎡

名 称 附属図書館

目 的
教育，研究及び社会貢献等の諸活動を支援するため，必要な図書，雑誌
等の資料はじめ学術情報を収集し，整理，作成，保存して提供すること
を目的とする。

目 的
本学の共通教育，国際教育及び高等教育開発並びに本学の教育における
情報通信技術の活用支援を総合的に行うことにより，「佐賀大学学士
力」に基づく学士課程教育の質保証等に資することを目的する。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

設 置 年 月 平成23年４月

設 置 年 月 平成21年４月

規 模 等 土地　- ㎡　建物　23 ㎡

名 称 全学教育機構

名 称 教員免許更新講習室

目 的
教育職員がその時々に必要な資質能力を保持し，定期的に最新の知識技
能を身に付け，もって教育職員が自信と誇りを持って教壇に立ち，社会
の尊敬と信頼を得ることを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

設 置 年 月 平成23年10月

規 模 等 土地　- ㎡　建物　311 ㎡

規 模 等 土地　- ㎡　建物　110 ㎡

名 称 国際交流推進センター

目 的
部局及び地域社会と連携し一体となって，海外の教育研究機関との国際
交流の進展に寄与することを目的とする。

目 的
キャリア教育の調査研究及び就職支援に係る業務を行うことにより，本
学の就職支援の充実発展に寄与することを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

設 置 年 月 平成19年10月

設 置 年 月 平成19年10月

規 模 等 土地　- ㎡　建物　53 ㎡

名 称 キャリアセンター

土地　- ㎡　建物　2,274 ㎡

名 称 アドミッションセンター

目 的
入学者選抜，入試広報，高大接続等に関する企画，立案等の業務を行う
とともに，学部及び研究科で実施する入学者選抜を専門的立場から支援
し，本学の教育研究の充実発展に寄与することを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

附属施設の概要

名 称 産学・地域連携機構

目 的
本学の産学・地域連携を組織的に推進する中核的拠点として、本学にお
ける産学・地域連携の取組に積極的な役割を果たすことを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

設 置 年 月 平成24年４月

規 模 等
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：規 模 等 土地　19,915 ㎡　建物　3,677 ㎡

目 的

本学部における幼児の保育又は児童若しくは生徒の教育に関する研究に
協力し，本学部の計画に従い，学生の教育実習の実施に当たるととも
に、教育の理論的，実証的研究を行うとともに，他の学校との教育研究
の協力及び教育研究の成果の交流を行うことを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町正里46番２号

設 置 年 月 昭和53年４月

設 置 年 月 昭和24年５月

規 模 等 土地　22,166 ㎡　建物　6,379 ㎡

名 称 文化教育学部附属特別支援学校

名 称 文化教育学部附属中学校

目 的

本学部における幼児の保育又は児童若しくは生徒の教育に関する研究に
協力し，本学部の計画に従い，学生の教育実習の実施に当たるととも
に、教育の理論的，実証的研究を行うとともに，他の学校との教育研究
の協力及び教育研究の成果の交流を行うことを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市城内１丁目14番４号

所 在 地 佐賀県佐賀市城内２丁目17番３号

設 置 年 月 昭和24年５月

規 模 等 土地　17,426 ㎡　建物　5,624 ㎡

規 模 等 土地　3,565㎡　建物　744 ㎡

名 称 文化教育学部附属小学校

目 的

本学部における幼児の保育又は児童若しくは生徒の教育に関する研究に
協力し，本学部の計画に従い，学生の教育実習の実施に当たるととも
に、教育の理論的，実証的研究を行うとともに，他の学校との教育研究
の協力及び教育研究の成果の交流を行うことを目的とする。

目 的

本学部における幼児の保育又は児童若しくは生徒の教育に関する研究に
協力し，本学部の計画に従い，学生の教育実習の実施に当たるととも
に、教育の理論的，実証的研究を行うとともに，他の学校との教育研究
の協力及び教育研究の成果の交流を行うことを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市水ヶ江１丁目４番45号

設 置 年 月 昭和45年４月

設 置 年 月 平成18年４月

規 模 等 土地　- ㎡　建物　160 ㎡

名 称 文化教育学部附属幼稚園

名 称 地域学歴史文化研究センター

目 的

地域（佐賀）の歴史文化の固有性と普遍性を探求することにより，本学
の文系基礎学の発展・充実を図り，もって新たな学問体系としての地域
学を創造するとともに，広く地域社会に対し研究成果を提供することを
目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

設 置 年 月 平成13年６月

規 模 等 土地　- ㎡　建物　354 ㎡

規 模 等 土地　- ㎡　建物　540 ㎡

名 称 シンクロトロン光応用研究センター

目 的

本学の共同利用研究施設として，シンクロトロン光を応用して行う研究
を推進し，その成果を公表することにより，本学の研究教育活動及び学
術交流の活性化を図るとともに，地域社会における先端科学技術開発及
び産学連携の振興に資することを目的とする。

目 的
低平地と沿岸海域の環境に関する基礎的及び応用的研究を推進すること
により，本学の研究教育活動及び学内外との学術交流の促進を図り，併
せて地域社会及び国際社会の持続的発展に資することを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

設 置 年 月 平成22年４月

設 置 年 月 平成18年２月

規 模 等 土地　- ㎡　建物　939 ㎡

名 称 低平地沿岸海域研究センター

土地　- ㎡　建物　5,246㎡

名 称 総合情報基盤センター

目 的
本学の学術情報を支える基幹情報システムを統括するとともに，本学の
共通的情報基盤の整備推進及び電子図書館機能の充実並びに事務情報化
の推進を図ることを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

附属施設の概要

名 称 総合分析実験センター

目 的

生物資源開発・機器分析・放射性同位元素利用・環境安全管理に関する
体制を一元化し，各部門が有機的な連携を保ちつつ，教育・研究を効率
的に推進するための拠点施設として，学際的・複合的な領域研究にも対
応できる教育・研究支援体制の実現を目指すことを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

設 置 年 月 平成14年４月

規 模 等
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設 置 年 月 昭和48年３月

規 模 等 土地　9,940 ㎡　建物　205 ㎡

名 称 神集島合宿研修所

目 的
本学学生の集団行動における訓練の場として、学生相互あるいは教職員
との共同生活を通じて、学生の人間形成に資することを目的とする。

所 在 地 佐賀県唐津市神集島コウソ辻1430番地

所 在 地 佐賀県佐賀市久保泉町下和泉1841番地、佐賀県唐津市松南町152番１号

設 置 年 月 平成24年10月

規 模 等 土地　180,840 ㎡　建物　4,018㎡

規 模 等 土地　- ㎡　建物　53 ㎡

名 称 農学部附属アグリ創生教育研究センター

目 的

農学部の附属教育研究施設として，学内外の関係機関との連携のもと
に，アグリ創生に関する教育及び研究を行い，農業・医療・環境修復等
の地域社会ニーズに対応した学際的な国際化戦略の向上に資することを
目的とする。

目 的

本学部における医学研究活動をより一層推進するため，学際分野を含む
医学研究の先端的・中心的な役割を担い，もって学内外への情報発信を
行うとともに，本学部における教育研究の基盤となる高度な技術的支援
とその研鑽を組織的に行うことにより，関連する医学・看護学の課題に
関して重点的に研究を発展させることを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市鍋島五丁目１番１号

設 置 年 月 平成19年４月

設 置 年 月 平成15年４月

規 模 等 土地　- ㎡　建物　222 ㎡

名 称 医学部附属先端医学研究推進支援センター

名 称 医学部附属地域医療科学教育研究センター

目 的

本学における教育研究の先導的組織として，地域医療機関，保健行政機
関等との連携を基盤に，地域包括医療の高度化等に関する総合的，学際
的な教育研究を行うとともに，関連する医学・看護学の課題に関して重
点的に研究を発展させることを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市鍋島五丁目１番１号

所 在 地 佐賀県佐賀市鍋島五丁目１番１号

設 置 年 月 昭和56年４月

規 模 等 土地　99,233 ㎡　建物　70,388 ㎡

平成14年４月

規 模 等 土地　- ㎡　建物　530 ㎡

名 称 医学部附属病院

目 的
医学の教育及び研究に係る診療の場として機能するとともに，医療を通
して医学の水準及び地域医療の向上に寄与することを目的とする。

附属施設の概要

名 称 文化教育学部附属教育実践総合センター

目 的
附属学校（園）等，学内外の関係機関との連携のもとに，教育臨床，教
育実践及び教職支援に関する理論的・実践的研究及び指導を行い，教育
実践の向上に資することを目的とする。

所 在 地 佐賀県佐賀市本庄町１番地

設 置 年 月
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平成２７年度
入学
定員

収容
定員 平成２８年度

入学
定員

収容
定員 変更の事由

佐賀大学 佐賀大学

【新設】 → 芸術地域デザイン学部 学部の設置（意見伺い）

芸術地域デザイン学科 110 0 440
3年次

（３年次編入学） － 5 10

文化教育学部 → 教育学部 名称変更（事前伺い）

学校教育課程 90 － 360 学校教育課程 120 － 480 定員変更

国際文化課程 60 － 240 国際文化課程 0 － 0 平成28年4月学生募集停止

人間環境課程 60 － 240 人間環境課程 0 － 0 平成28年4月学生募集停止

美術・工芸課程 30 － 120 美術・工芸課程 0 － 0 平成28年4月学生募集停止
　3年次 3年次

（３年次編入学） － 20 40 （３年次編入学） － － 0 平成28年4月学生募集停止

経済学部 → 経済学部

経済学科 110 － 440 経済学科 110 － 440

経営学科 80 － 320 経営学科 80 － 320

経済法学科 70 － 280 経済法学科 70 － 280

医学部 → 医学部

医学科 106 － 636 医学科 106 － 636

看護学科 60 － 240 看護学科 60 － 240

理工学部 → 理工学部

数理科学科 30 － 120 数理科学科 30 － 120

物理科学科 40 － 160 物理科学科 40 － 160

知能情報システム学科 60 － 240 知能情報システム学科 60 － 240

機能物質化学科 90 － 360 機能物質化学科 90 － 360

機械システム工学科 90 － 360 機械システム工学科 90 － 360

電気電子工学科 90 － 360 電気電子工学科 90 － 360

都市工学科 90 － 360 都市工学科 90 － 360
　3年次 3年次

（３年次編入学） － 20 40 （３年次編入学） － 20 40

農学部 → 農学部

応用生物科学科 45 － 180 応用生物科学科 45 － 180

生物環境科学科 60 － 240 生物環境科学科 60 － 240

生命機能科学科 40 － 160 生命機能科学科 40 － 160
　3年次 3年次

（３年次編入学） － 10 20 （３年次編入学） － 10 20

計 1301 50 5516 計 1291 35 5446

佐賀大学大学院 佐賀大学大学院

教育学研究科 → 学校教育学研究科 研究科の設置（意見伺い）

学校教育専攻（Ｍ） 6 － 12 教育実践探究専攻（Ｐ） 20 － 40

教科教育専攻（Ｍ） 33 － 66 教科教育専攻（Ｍ） 0 － 0 平成28年4月学生募集停止

【新設】 → 地域デザイン研究科 研究科の設置（意見伺い）

地域デザイン専攻（Ｍ） 20 － 40

経済学研究科 → 経済学研究科

金融・経済政策専攻（Ｍ） 4 － 8 金融・経済政策専攻（Ｍ） 0 － 0 平成28年4月学生募集停止

企業経営専攻（Ｍ） 4 － 8 企業経営専攻（Ｍ） 0 － 0 平成28年4月学生募集停止

医学系研究科 → 医学系研究科

医科学専攻（Ｍ） 15 － 30 医科学専攻（Ｍ） 15 － 30

医科学専攻（Ｄ） 25 － 100 医科学専攻（Ｄ） 25 － 100

看護学専攻（Ｍ） 16 － 32 看護学専攻（Ｍ） 16 － 32

編入学
定員

編入学
定員

国立大学法人佐賀大学　設置申請等に関わる組織の移行表
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平成２７年度
入学
定員

収容
定員 平成２８年度

入学
定員

収容
定員 変更の事由

編入学
定員

編入学
定員

工学系研究科 → 工学系研究科

数理科学専攻（Ｍ） 9 － 18 数理科学専攻（Ｍ） 9 － 18

物理科学専攻（Ｍ） 15 － 30 物理科学専攻（Ｍ） 15 － 30

知能情報システム学専攻（Ｍ） 16 － 32 知能情報システム学専攻（Ｍ） 16 － 32

循環物質化学専攻（Ｍ） 27 － 54 循環物質化学専攻（Ｍ） 27 － 54

機械システム工学専攻（Ｍ） 27 － 54 機械システム工学専攻（Ｍ） 27 － 54

電気電子工学専攻（Ｍ） 27 － 54 電気電子工学専攻（Ｍ） 27 － 54

都市工学専攻（Ｍ） 27 － 54 都市工学専攻（Ｍ） 27 － 54

先端融合工学専攻（Ｍ） 36 － 72 先端融合工学専攻（Ｍ） 36 － 72

システム創成科学専攻（Ｄ） 24 － 72 システム創成科学専攻（Ｄ） 24 － 72

農学研究科 → 農学研究科

生物資源科学専攻（Ｍ） 40 － 80 生物資源科学専攻（Ｍ） 40 － 80

計 351 － 776 計 344 － 762
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1前 2 ○ 7 4 共同

2後 2 ○ 7 5 共同

－ 4 0 0 7 5 0 0 0 － －

1通 5 ○ 7 7 共同

1通 5 ○ 7 7 共同

2通 5 ○ 7 7 共同

2通 5 ○ 7 7 共同

－ 0 20 0 7 7 0 0 0 － －

1通 5 ○ 2 3 共同

1通 5 ○ 2 3 共同

1通 5 ○ 2 3 共同

1通 5 ○ 2 3 共同

1通 5 ○ 5 4 共同

2通 5 ○ 7 7 共同

2通 5 ○ 7 7 共同

－ 0 35 0 7 7 0 0 0 － －

ⅰ 1後 2 ○ 2 共同

1前 2 ○ 2 共同

1後 2 ○ 1 兼1 共同

1前 2 ○ 2 共同

1後 2 ○ 1 1 共同

1前 2 ○ 2 共同

1前 2 ○ 2 共同

1前 2 ○ 1 兼1 共同

1後 2 ○ 1 1 共同

ⅴ 1前 2 ○ 2 共同

－ 20 0 0 7 6 0 0 0 兼2 －

1後 2 ○ 2 2 共同

1後 2 ○ 1

1後 2 ○ 2 3 兼1 共同

2前 2 ○ 2 3 兼1 共同

1後 2 ○ 兼9 共同

1後 2 ○ 兼10 共同

－ 12 0 0 2 3 0 0 0 兼20 －

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 1

2前 2 ○ 2 3 共同

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 兼1

1前 2 ○ 兼1

1後 2 ○ 1 3 共同

－ 8 10 0 2 3 0 0 0 兼2 －

1後 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

2前 2 ○ 3 1 共同

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1 1 共同

1後 2 ○ 1

2前 2 ○ 1

1後 2 ○ 兼1

－ 8 8 0 3 1 0 0 0 兼1 －

－ 52 73 0 7 7 0 0 0 兼24 －－

教育経営改善の開発・省察

－

授業実践内容開発の研究

授業実践と学習評価の省察

学校経営課題探究の方法論

授業実践指導法の研究

子ども支援活動演習

児童福祉と教育

心理アセスメント論

子ども支援活動実践の開発・省察

－

授
業
実
践
探
究

コ
ー

ス
専
門
科
目

授業実践の研究

単位数 専任教員等の配置

授業づくりと学級経営の基礎と課題

特別支援教育の基礎と課題

小計（１０科目）

基盤教育実習（初等）

－

教 育 課 程 等 の 概 要

科目
区分

小計（２科目）

教育実践課題研究Ⅱ

教育実践課題研究Ⅰ

教
育
実
習

（大学院学校教育学研究科　教育実践探究専攻）

学校課題探究実習（初等）

現
職
教
員

ス
ト
レ
ー

ト

マ
ス
タ
ー

等

学校内外連携・協働論

別記様式第２号（その２の１）

目
標
確

認
科
目

授業形態

－

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

配当年次

教育相談における支援体制と連携

－

備考

合計（４６科目）

－

個が生きる集団づくりのための生徒指導

－

子どもの心理と教育支援

選
択
必
修
科
目

子
ど
も
支
援
探
究

コ
ー

ス
専
門
科
目

教
育
経
営
探
究

コ
ー

ス
専
門
科
目

学級・学校危機管理論Ⅰ

学級・学校危機管理論Ⅱ

学校組織論

小計（９科目）

学校内外連携・協働演習

地域教育経営課題探究の方法論

授業科目の名称

必
修
科
目

生徒指導・学校カウンセリングの基礎と課題

子どもの学ぶ意欲の基礎と課題

異校種教育実習（中学校）

異校種教育実習（小学校）

異校種教育実習（幼稚園）

心身の発達過程論

授業実践と学習評価の開発

学力と学習評価の研究

小計（６科目）

必
修
科
目

発達障害を持つ子どもの理解と支援

異校種教育実習（高等学校）

教育経営の基礎と課題

関係機関実習

必
修
科
目

小計（８科目）

選
択
必
修
科
目

小計（７科目）

教職キャリアデザインの基礎と課題

地域と連携する学校づくりの基礎と課題

学校変革試行実習（中等）

学校変革試行実習（初等）

基盤教育実習（中等）

教科等におけるＩＣＴ利活用の基礎と課題

現代的な学力観と授業実践の基礎と課題

教育課程編成の基礎と課題

小計（４科目）

学校課題探究実習（中等）

共
通
必
修
科
目

ⅱ

ⅲ

ⅳ

－1－



２学期

１５週

９０分

目標確認科目4単位，教育実習10単位，共通必修科目20単位，コース専門科目「授
業実践探究（必修12単位），子ども支援探究(必修8単位，選択必修4単位），教育
経営探究(必修8単位，選択必修4単位）」12単位以上を修得し，合計46単位以上を
修得すること。
（履修科目の登録の上限：37単位（年間））

教員養成関係学位又は称号 教職修士（専門職）

１学年の学期区分

１時限の授業時間

学位又は学科の分野

１学期の授業期間

授業期間等修 了 要 件 及 び 履 修 方 法

【共通必修科目の領域区分】

ⅴ：学校教育と教員の在り方に関する領域

ⅳ：学級経営，学校経営に関する領域

ⅲ：生徒指導，教育相談に関する領域

ⅱ：教科等の実践的な指導方法に関する領域

ⅰ：教育課程の編成・実施に関する領域

－2－
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共同



鍋 島 ２

佐賀市八戸溝３丁目１０番地

職員宿舎大 和 町

職員宿舎

０１７

０１４

職員宿舎

０１３

八 戸 溝

佐賀市鍋島３丁目１１番地

佐賀市大和町久池井１０２２－１

０１５

伊万里市山代町久原字平尾１番４８

唐津市松南町１５２番１

０２０ 佐賀市本庄町大字正里４６－２

佐賀市呉服元町７－３

０２３ 山 代 町

本 庄 町 ３

地域貢献推進室分室

海洋エネルギー研究センター

呉 服 元 町

神 集 島

０２１

０１８

シンクロトロン光応用研究センター分室鳥 栖

０２４

課外活動施設

久保泉町３

鳥栖市弥生が丘８－７０２５

唐津市神集島字コウソ辻

佐賀市久保泉町大字川久保字藤付

案　内　図

至 柳川

R 264

０１３

文

R 264

大和ＩＣ

R 208

本 庄 町 １

大野島

為重

下和泉

文

与 賀 町 １０１１

水 ケ 江

至 神埼

筑

後

川

八戸溝

鍋島１

Ｎ

０１４

０１５

鍋島２

００２

０１０ 赤 松 町

００７ 城 内 １
００３

０２０

至 川上・福岡

本 庄 町 ２

本 庄 町 ３

県
庁

伊賀屋駅

R 3
4

００５

至多久ＩＣ

長崎自動車道

至 長崎

００８

００４

市役所

金立ＳＡ

大中島

　　 久保泉町２

総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

城 内 ２

　　 久保泉町１

０２４

赤
松

佐賀駅

諸 富 町

００９

至 神埼

佐

賀

市

県道東与賀線

至久留米

０１８

００６

呉服元町

本庄キャンパス

R 208

鍋島駅

００１

至鳥栖ＩＣ

佐賀国立病院

至 長崎

市 街 位 置 図

多
布
施
川

鍋島小学校

嘉
瀬
川

鍋島中学校

鍋島キャンパス

東

松

浦

郡

多 久 市

児

神
埼
郡

西 松 浦 郡

小 城 市

０１１

相賀崎

塩
田

００８

有 明 海

伊 万 里 市

東唐津

神集島

Ｎ

島

川

鹿島市

杵 島 郡

嬉 野 市

福 岡 県

神 埼 市

線

長 崎 県

鳥 栖 市
鹿

００６

三 養 基 郡

住ノ江港

早
津
江
川

至 福岡

０１８

００４

筑

肥

線

佐 賀 市

三 養 基 郡

津

長
崎

本
線唐 津 市

本

０２０

筑

後

川

唐

００７

００５

武 雄 市

００１

線

国立大学法人等施設実態報告（様式２）

至 久留米

００９

至 早岐

有田

００２

案 内 図

唐 津 １

附属特別支援学校

アグリ創生教育研究センター

アグリ創生教育研究センター

城 内 ２ 佐賀市城内２丁目１７－３

水 ケ 江

城 内 １

与 賀 町 １

附属小学校

佐賀市赤松町９－２７ 職員宿舎(学長宿舎)

附属幼稚園

一般管理施設

佐賀市水ケ江１丁目４－４５

佐賀市城内１丁目１４－４

赤 松 町

附属中学校

佐賀市与賀町西精１３４０

附属教育実践総合センター、

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー、海洋エネルギー研究センター

本 庄 町 ２

保健管理センター、産学官連携推進機構

総合分析実験センター、低平地研究センター、地域学歴史文化研究センター

００４ 課外活動施設佐賀市諸冨町為重字石塚分

シンクロトロン光応用研究センター

総合情報基盤センター、留学生センター、高等教育開発センター

職員宿舎佐賀市本庄町大字本庄一本杉１０３４－２

附属地域医療科学教育研究センター、看護師宿舎、医学部宿舎

００１ 佐賀市本庄町１番地本 庄 町 １

団 地 名団地番号 所 在 地

００２

医学部（医学科）、医学部（看護学科）、医学部附属病院（本院）

鍋 島 １ 総合分析実験センター、附属図書館（医学分館）、課外活動施設

００３

佐賀市鍋島５丁目１番１号

諸 富 町

００９

００８

０１１

００７

久保泉町２ 佐賀市久保泉町大字一本柳

００５ 久保泉町１ 佐賀市久保泉町大字下和泉１８４１

００６

０１０

アグリ創生教育研究センター、短期学生宿舎

アグリ創生教育研究センター、実習田

佐賀市与賀町西精１３４５与 賀 町 ２０１２ 職員宿舎(事務局長宿舎)

地域貢献推進室伊万里分室伊 万 里 伊万里市大坪町狩立（今岳）乙２４３６－１０２７

唐津サテライト工房

鹿 島 佐賀県鹿島市音成４４２７－６０２９ 地域貢献推進室鹿島分室

０３１ 唐 津 ２ 佐賀県唐津市魚屋町２０４１－７

東京オフィス東 京０３２
麹町センタービル２０３号（東京佐賀県人会内）
東京都千代田区麹町３丁目５－８

大和町

　　 久保泉町３

伊
万
里
湾

至 福岡

西唐津
唐津湾

学 校 名

佐　賀　大　学

学 部 等 名

０１３

０１４

０１５

０１２

００３
０１０

０２４

０２１

０３１

０２７
０２３

０１７

０２５

０２９

工学系研究科、教養教育運営機構、国際交流会館、課外活動施設、附属図書館
法人本部、経済学部、農学部、理工学部、教育学部、芸術地域デザイン学部

-
 1

 -



平5 R3 1,133 ㎡

産
学
・
地
域

サービス用出入口

歩行者用出入口
歩行者用出入口

歩行者用出入口

正門

平17

多目的

理
工
学
部

４

号

館

理
工
学
部
２
号
館

理
工
学
部
１
号
館

理工学部倉庫

理
系
大
学
院
棟

実験棟

理
工
学
部

理
工
学
部

薬品庫

電気室

廃液処理施設

（ 準 住 居 地 域 ）

民 家

７

号

館

大
講
義
室

Ｐ(20台)

理
工
学
部

理
工
学
部
３
号
館

５

号

館

大型構造物実験棟

理
工
学
部
８
号
館

Ｐ(15台)

保存緑地

プ
　ー

　
ル

ー

ト
水
田

保存緑地

環境構造材

教
養
教
育

野 球 場

かささぎ ５

号

館

ホ－ル

農
学
部
４
号
館

P
(
7台

)

理
工
学
部

民 地

理
工
学
部
６
号
館

大
学
院
棟

市道

流域水工学

理
工
学
部

機器保管庫

（ 市 街 化 調 整 区 域 ）

調

整

池

国
 道
 ２
０
８
 号
 線
 　
環
 状
 南
 線

（第１種中高層住居専用地域）

共用棟

廃液処理施設

液体窒素
製造施設

２
号
館

家
族
棟

　市　道

３
号
館

RI実験室

農
学
部

スポーツ

6.0ｍ

（第１種中高層住居専用地域）

単
身
棟

民 地

民 家

本
部
棟

倉庫

5.0ｍ

民 家

事務局倉庫

22.0ｍ

北棟

市道

実験実習敷地

経
済
学
部

6.0ｍ

南棟

農
学
部

Ｐ(22台)

３
号
館

農学部実験棟

廃液処理施設

公　共　用　水　路

窯場棟

油庫

研究ｾﾝﾀｰ資料室

（昭61 改修）

車庫

民　家

料学実験棟

経済学部

開放器具庫

基
盤
セ
ン
ター

倉庫
民　家

４号館

資料保管庫

Ｐ

ﾎﾞｲﾗｰ室

倉庫

体育系ｻｰｸﾙ会館

Ｐ
(
2
3
台

)

菊楠シュライバー館

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ棟
体育器具庫

コ
ン
ク
リ

倉庫

農学部合併教室

昭46

温室

(20台)

体　育　館

７
号
館

理
工
学
部
９
号
館

事務局倉庫

保
健
管
理

ー

ト
水
田

保存緑地

菱の実会館

民　家

民　家

ー

ト
水
田

公　共　用　水　路

Ｐ(167台)

コ
ン
ク
リ

市道 2.0ｍ

弓道場

P(15台)

薬品庫

陸　上　競　技　場

コ
ン
ク
リ

大学会館

Ｐ
(
1７

台
)

民 家

Ｐ(30台)

8.0ｍ

民　家

Ｐ(76台)

6.0ｍ

4.0ｍ

海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ

経済学部２号館

公
　
共
　
用
　
水
　
路

池

民　家

設備室
廃液処理施設

水理実験棟

城

内

線

総
合
情
報

テニスコート

農
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   国立大学法人佐賀大学基本規則（改正案） 

（平成１６年４月１日制定） 

 

目次 

 第１章 法人 

  第１節 総則（第１条・第２条） 

  第２節 運営組織（第３条－第７条） 

  第３節 役員及び職員等（第８条－第１２条） 

 第２章 大学 

  第１節 大学の目的等（第１３条－第１６条） 

  第２節 組織（第１７条－第２３条の２） 

  第３節 運営組織（第２４条－第２６条） 

  第４節 職員組織等（第２７条－第３４条の２） 

 第３章 秘密保持の義務（第３５条） 

 第４章 雑則（第３６条） 

 附則 

   第１章 法人 

    第１節 総則 

 （法人の目的） 

第１条 国立大学法人佐賀大学（以下「本法人」という。）は，佐賀大学（以下「本学」

という。）を設置し，大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに，我が

国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展に寄与することを目的とする。 

 （業務の範囲等） 

第２条 本法人は，次の各号に掲げる業務を行う。 

 (1) 本学を設置し，これを運営すること。 

 (2) 学生に対し，修学，進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこ

と。 

 (3) 本法人以外の者から委託を受け，又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法

人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 

 (4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 

 (5) 本学における研究の成果を普及し，及びその活用を促進すること。 

 (6) 本学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって国立大学法人

法施行令（平成１５年政令第４７８号）で定めるものを実施する者に出資すること。 

 (7) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

    第２節 運営組織 

 （役員会） 

第３条 本法人に，国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号。以下「法」という。）

第１１条第２項の規定に基づき，役員会を置く。 

２ 役員会に関し，必要な事項は，別に定める。 
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 （学長選考会議） 

第４条 本法人に，法第１２条第２項の規定に基づき，学長選考会議を置く。 

２ 学長選考会議に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （経営協議会） 

第５条 本法人に，法第２０条第１項の規定に基づき，経営協議会を置く。 

２ 経営協議会に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （教育研究評議会） 

第６条 本法人に，法第２１条第１項の規定に基づき，教育研究評議会を置く。 

２ 教育研究評議会に関し，必要な事項は，別に定める。 

第６条の２及び第６条の３ 削除 

 （委員会等） 

第７条 本法人に，必要に応じ，委員会等を置くことができる。 

２ 委員会等に関し，必要な事項は，別に定める。 

    第３節 役員及び職員等 

 （役員） 

第８条 本法人に，次の役員を置く。 

  学長 

  理事 

  監事 

２ 役員の職務は，国立大学法人法その他の法令の定めるところによるほか，別に定める

ところによる。 

３ 役員の選考に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （職員） 

第９条 本法人に，次の職員を置く。 

  教授 

  准教授 

  講師 

  助教 

  助手 

  教頭 

  主幹教諭 

  教諭 

  養護教諭 

  栄養教諭 

  事務職員 

  教務職員 

  技術職員 

  その他必要な職員 

２ 職員の職務は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）その他の法令の定めるところ
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によるほか，別に定めるところによる。 

３ 第１項に規定する職員のうち，教授，准教授，講師，助教，助手，教頭，主幹教諭，

教諭，養護教諭及び栄養教諭を教員という。 

 （教員組織） 

第１０条 本法人に，教員組織として講座を置く。 

２ 前項に掲げるもののほか，第１１条の２，第１１条の５から第１１条の７，第１８条

の２及び第２１条から第２３条までに規定する組織に，教員組織を置く。  

３ 第１２条により置かれる室に，教員組織を置くことができる。 

４ 教員組織に関し，必要な事項は，別に定める。  

 （事務組織） 

第１１条 本法人に，事務局その他の事務組織を置く。 

２ 事務組織に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （産学・地域連携機構） 

第１１条の２ 本法人に，産学・地域連携機構を置く。 

２ 産学・地域連携機構に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （学長室） 

第１１条の３ 本法人に，学長室を置く。 

２ 学長室に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （理事室） 

第１１条の４ 本法人に，理事室を置く。 

２ 理事室に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （アドミッションセンター） 

第１１条の５ 本法人に，アドミッションセンターを置く。 

２ アドミッションセンターに関し，必要な事項は，別に定める。 

 （キャリアセンター） 

第１１条の６ 本法人に，キャリアセンターを置く。 

２ キャリアセンターに関し，必要な事項は，別に定める。 

（国際交流推進センター） 

第１１条の７ 本法人に，国際交流推進センターを置く。 

２ 国際交流推進センターに関し，必要な事項は，別に定める。 

 （教員免許更新講習室） 

第１１条の８ 本法人に，教員免許更新講習室を置く。 

２ 教員免許更新講習室に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （室） 

第１２条 本法人に，第１１条の３，第１１条の４及び第１１条の８に定めるもののほか，

室を置くことができる。 

２ 室に関し，必要な事項は，別に定める。 

   第２章 大学 

    第１節 大学の目的等 
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 （大学の目的） 

第１３条 本学は，教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第７条の規定の趣旨にのっ

とり，国際的視野を有し，豊かな教養と深い専門知識を生かして社会で自立できる個

人を育成するとともに，高度の学術的研究を行い，さらに，地域の知的拠点として，

地域及び諸外国との文化，健康，社会，科学技術に関する連携交流を通して学術的，

文化的貢献を果たすことにより，地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的

とする。 

 （自己評価等） 

第１４条 本学は，本学の教育研究水準の向上改善を図り，かつ，本学の目的及び社会的

使命を達成するため，本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価

を行うとともに，本学の職員以外の者による検証を行い，その結果を公表する。 

 （情報の積極的な提供） 

第１５条 本学は，本学における教育研究活動等の状況について，刊行物への掲載その他

広く周知を図ることができる方法によって，積極的に情報を提供するものとする。 

 （教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第１６条 本学は，授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施

するものとする。 

    第２節 組織 

 （学部） 

第１７条 本学に，次の学部並びに学科及び課程を置く。 

  教育学部 

   学校教育課程 

経済学部 

   経済学科 

   経営学科 

   経済法学科 

  医学部 

   医学科 

   看護学科 

  理工学部 

   数理科学科 

   物理科学科 

   知能情報システム学科 

   機能物質化学科 

   機械システム工学科 

   電気電子工学科 

   都市工学科 

  農学部 

   応用生物科学科 
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   生物環境科学科 

   生命機能科学科 

  芸術地域デザイン学部 

   芸術地域デザイン学科 

２ 学部並びに学科及び課程の目的，学部の入学定員，修業年限，教育課程，学生の入学，

退学，卒業その他学生の修学上必要な事項は，別に定める。 

 （大学院） 

第１８条 本学に，大学院を置く。 

２ 大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を究めて，文化の進展に寄与

することを目的とする。 

３ 大学院の教員は，本学の教授，准教授，講師及び助教のうちから，各研究科ごとに定

める大学院の教員としての資格基準を満たした者をもって組織する。 

４ 大学院に置く研究科及び専攻は，次のとおりとする。 

  学校教育学研究科（専門職学位課程）教育実践探究専攻 

  医学系研究科（修士課程）   医科学専攻 

                 看護学専攻 

        （博士課程）   医科学専攻 

  工学系研究科（博士前期課程） 数理科学専攻 

                 物理科学専攻 

                 知能情報システム学専攻 

                 循環物質化学専攻 

                 機械システム工学専攻 

                 電気電子工学専攻 

                 都市工学専攻 

                 先端融合工学専攻                  

        （博士後期課程） システム創成科学専攻 

  農学研究科（修士課程）     生物資源科学専攻 

  地域デザイン研究科（修士課程）地域デザイン専攻 

５ 大学院の研究科及び専攻の目的，入学定員，標準修業年限，教育課程，学生の入学，

退学，修了その他学生の修学上必要な事項は，別に定める。 

 （全学教育機構） 

第１８条の２ 本学に，全学教育機構を置く。 

２ 全学教育機構に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （特別の課程） 

第１８条の３ 本学は，文部科学大臣の定めるところにより，本学の学生以外の者を対象

とした特別の課程を編成し，これを修了した者に対し，修了の事実を証する証明書を

交付することができる。 

 （附属図書館） 

第１９条 本学に，附属図書館及びその分館を置く。 
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２ 附属図書館及び分館に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （美術館） 

第１９条の２ 本学に，美術館を置く。 

２ 美術館に関し，必要な事項は，別に定める。 

第２０条 削除 

 （保健管理センター） 

第２１条 本学に，保健管理センターを置く。 

２ 保健管理センターに関し，必要な事項は，別に定める。 

（共同利用・共同研究拠点） 

第２１条の２ 本学に，共同利用・共同研究拠点として海洋エネルギー研究センターを置

く。 

２ 海洋エネルギー研究センターに関し，必要な事項は，別に定める。  

 （学内共同教育研究施設） 

第２２条 本学に，次の学内共同教育研究施設を置く。 

  総合分析実験センター 

  総合情報基盤センター 

  低平地沿岸海域研究センター 

  シンクロトロン光応用研究センター 

  地域学歴史文化研究センター 

２ 学内共同教育研究施設に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （学部附属の教育施設及び研究施設） 

第２３条 本学に，次の学部附属の教育施設及び研究施設を置く。 

  教育学部 

   附属幼稚園 

   附属小学校 

   附属中学校 

   附属特別支援学校 

   附属教育実践総合センター 

  医学部 

   附属病院 

   附属地域医療科学教育研究センター 

   附属先端医学研究推進支援センター 

  農学部 

   附属アグリ創生教育研究センター 

２ 前項の附属特別支援学校は，知的障害者に対する教育を行う。 

３ 学部附属の教育施設及び研究施設に関し，必要な事項は，別に定める。 

     第３節 運営組織 

 （教授会） 

第２４条 学部及び工学系研究科に，教授会を置く。 
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２ 教授会に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （研究科委員会） 

第２５条 研究科（工学系研究科を除く。）に，研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会に関し，必要な事項は，当該研究科において別に定める。 

 （委員会等） 

第２６条 本学に，必要に応じ，委員会等を置くことができる。 

２ 委員会等に関し，必要な事項は，別に定める。 

    第４節 職員組織等 

 （副学長） 

第２７条 本学に，副学長若干人を置く。 

２ 副学長は，学長が指名する。 

 （学部長等） 

第２８条 学部に，学部長を置く。ただし，理工学部長にあっては次条第２項ただし書に

定める工学系研究科長をもって充てる。 

２ 学部に，学部長を補佐する副学部長を置くことができる。 

３ 学部に置かれる学科に，学科長（理工学部を除く。）を置く。 

４ 前３項に規定する学部長等の選考の手続等に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （研究科長等） 

第２９条 研究科に，研究科長を置く。 

２ 研究科長は，当該研究科の基礎となる学部の長をもって充てる。ただし，工学系研究

科長は，工学系研究科の専任の教授のうちから選考する。 

３ 研究科長は，当該研究科に関する事項を掌理する。 

４ 工学系研究科に，研究科長を補佐する副研究科長を置く。 

５ 研究科に置かれる専攻に，専攻長を置くことができる。 

６ 第２項ただし書に規定する工学系研究科長及び前２項に規定する副研究科長等の選考

の手続等に関し，必要な事項は，別に定める。 

（全学教育機構長）  

第２９条の２ 全学教育機構に，機構長を置く。  

２ 全学教育機構に，機構長を補佐する副機構長を置く。  

３ 前２項に規定する機構長等の選考の手続等に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （附属図書館長） 

第３０条 附属図書館に，館長を置く。 

２ 附属図書館に，館長を補佐する副館長を置く。 

３ 前２項に規定する館長等の選考の手続等に関し，必要な事項は，別に定める。 

（美術館長） 

第３０条の２ 美術館に，館長を置く。 

２ 美術館に，館長を補佐する副館長を置く。 

３ 前２項に規定する館長等の選考の手続等に関し，必要な事項は，別に定める。 

第３１条 削除 
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 （保健管理センター所長） 

第３２条 保健管理センターに，所長を置く。 

２ 保健管理センターに，所長を補佐する副所長を置くことができる。 

３ 前２項に規定する所長等の選考の手続等に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （施設長等） 

第３３条 共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設に，長（以下「施設長」と

いう。）を置く。 

２ 共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設に，施設長を補佐する副施設長を

置くことができる。 

３ 前２項に規定する施設長等の選考の手続等に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （学部附属の教育施設及び研究施設の長） 

第３４条 学部附属の教育施設及び研究施設（以下「附属施設」という。）に，長（以下

「附属施設長」という。）を置く。 

２ 附属施設に，附属施設長を補佐する副附属施設長を置くことができる 

３ 前２項に規定する附属施設長等の選考の手続等に関し，必要な事項は，別に定める。 

    第３章 秘密保持の義務 

 （秘密保持の義務） 

第３５条 本法人の役員及び職員は，職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も，同様とする。 

   第４章 雑則 

 （雑則） 

第３６条 この基本規則に定めるもののほか，組織及び運営に関し，必要な事項は，別に

定める。 

 

 

   附 則 

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 第１７条第１項の規定に定めるもののほか，次の表に掲げる学部並びに学科及び課程

は，平成１６年３月３１日に当該学部等に在学する者が在学しなくなるまでの間，存

続するものとする。 

学     部 学 科 又 は 課 程 

教 育 学 部 小学校教員養成課程 

経 済 学 部 

経済学科 

管理科学科 

経営学科 

理 工 学 部 

情報科学科 

電気工学科 

電子工学科 
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３ 第１８条第４項の規定に定めるもののほか，工学系研究科情報科学専攻は，平成１６

年３月３１日に当該専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとす

る。 

   附 則（平成１７年３月１５日改正） 

 この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年２月１６日改正） 

１ この規則は，平成１８年４月１日から施行し，改正後の第２２条第１項の規定のうち

総合情報基盤センターに関する部分は，平成１８年２月１日から適用する。 

２ 平成１８年３月３１日に農学部に置かれている学科は，改正後の規定にかかわらず，

平成１８年３月３１日において現に当該学科に在学する者（以下この項において「在

学者」という。）及び平成１８年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学，

編入学又は再入学する者が在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

   附 則（平成１８年７月２１日改正） 

 この規則は，平成１８年８月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年２月７日改正） 

 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月２０日改正） 

 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年４月４日改正） 

１ この規則は，平成１９年４月４日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

２ 改正後の第２３条の規定による附属特別支援学校は，当分の間，通称として佐賀大学

文化教育学部附属養護学校と称することができる。 

   附 則（平成１９年９月２０日改正） 

 この規則は，平成１９年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年１２月１２日改正） 

 この規則は，平成２０年４月１日から施行する。ただし，第１８条の２を加える改正規

定及び第２３条第１項の改正規定は，平成１９年１２月２６日から施行する。 

   附 則（平成２０年２月１３日改正） 

１ この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年３月３１日に医学系研究科博士課程に置かれている専攻は，改正後の

第１８条第４項の規定にかかわらず，平成２０年３月３１日において現に当該専攻

に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成２０年４月１日

以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者が在学しなくなる日ま

での間，存続するものとする。 

   附 則（平成２０年３月１２日改正） 

 この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年２月２０日改正） 

 この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年３月１９日改正） 
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 この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年１２月２４日改正） 

 この規則は，平成２１年１２月２４日から施行する。 

   附 則（平成２２年３月２５日改正） 

１ この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２２年３月３１日に工学系研究科及び農学研究科に置かれている専攻は，改

正後の第１８条第４項の規定にかかわらず，平成２２年３月３１日において現に当

該専攻に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成２２年４

月１日以降において 在学者の属する年次に転入学又は再入学する者が在学しなく

なる日までの間，存続するものとする。 

附 則（平成２２年１１月２４日改正） 

 この規則は，平成２２年１1 月２４日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２３日改正） 

 この基本規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２３年９月２８日改正） 

この基本規則は，平成２３年１０月１日から施行する。 

  附 則（平成２４年３月２８日改正） 

この基本規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年９月２６日改正） 

この基本規則は，平成２４年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年２月２７日改正） 

１ この基本規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２５年３月３１日に経済学部に置かれている課程は，改正後の第１７条第１項の

規定にかかわらず，平成２５年３月３１日において現に当該課程に在学する者（以下

「在学者」という。）及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者が在学しなく

なる日までの間，存続するものとする。 

   附 則（平成２５年６月２６日改正） 

 この基本規則は，平成２５年６月２６日から施行する。 

   附 則（平成２５年７月２４日改正） 

 この基本規則は，平成２５年８月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年３月２６日改正） 

 この基本規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成  年  月  日改正） 

１ この基本規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年３月３１日に文化教育学部に置かれている課程は，改正後の第１７条第１

項の規定にかかわらず，平成２８年３月３１日において現に当該課程に在学する者

（以下「在学者」という。）及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者が在学

しなくなる日までの間，存続するものとする。 

３ 平成２８年３月３１日に教育学研究科及び経済学研究科に置かれている専攻は，改正
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後の第１８条第４項の規定にかかわらず，平成２８年３月３１日において現に当該専

攻に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び在学者の属する年次に

転入学又は再入学する者が在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 
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   佐賀大学大学院学則（改正案） 

（平成１６年４月１日制定） 

目次 

 第１章 総則 

  第 1 節 趣旨及び目的（第１条・第２条） 

  第２節 研究科（第３条） 

  第３節 課程（第４条） 

  第４節 鹿児島大学大学院連合農学研究科（第５条） 

  第５節 入学定員及び収容定員（第６条） 

 第２章 大学院通則 

  第１節 標準修業年限，在学年限，学年，学期及び休業日（第７条－第１１条） 

  第２節 教育課程（第１１条の２－第１７条の２） 

  第３節 課程の修了要件等（第１８条－第２１条） 

  第４節 学位の授与（第２２条） 

  第５節 入学，進学，転入学及び再入学等（第２３条－第３３条） 

  第６節 休学，復学，退学，転学，転研究科，転専攻，派遣，留学及び除籍（第３４条

－第４０条） 

  第７節 科目等履修生，特別研究学生，特別聴講学生，研究生及び外国人留学生（第４

１条－第４５条） 

  第８節 検定料，入学料及び授業料（第４６条・第４７条） 

  第９節 教員の免許状授与の所要資格の取得（第４８条） 

  第１０節 賞罰（第４９条） 

 第３章 準用規定（第５０条） 

 第４章 改正（第５１条） 

 附則 

   第１章 総則 

    第１節 趣旨及び目的 

 （趣旨） 

第１条 この大学院学則は，国立大学法人佐賀大学基本規則（平成１６年４月１日制定）第

１８条第５項の規定に基づき，佐賀大学大学院（以下「大学院」という。）の研究科及び

専攻の目的，入学定員，標準修業年限，教育課程，学生の入学，退学，修了その他学生の

修学上必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を究めて，文化の進展に寄

与することを目的とする。 

    第２節 研究科 

 （研究科） 

第３条 大学院に，次の研究科を置く。 

  学校教育学研究科 

  医学系研究科 
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  工学系研究科 

  農学研究科 

  地域デザイン研究科 

２ 前項の研究科及び当該研究科の専攻の目的は，各研究科及び各専攻ごとに別に定める。 

    第３節 課程 

 （課程） 

第４条 大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程とする。 

２ 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度

の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

３ 博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の

高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を

養うことを目的とする。 

４ 工学系研究科の課程は，博士課程とし，これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」

という。）及び後期３年の課程（以下「博士後期課程」という。）に区分し，博士前期課

程は，修士課程として取り扱うものとする。 

５ 専門職学位課程は，高度の専門的能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育

を行うことを目的とする。 

６ 学校教育学研究科は，専門職大学院設置基準（平成１５文部科学省令第１６号）第２６

条に規定する教職大学院の課程とする。 

    第４節 鹿児島大学大学院連合農学研究科 

 （鹿児島大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施） 

第５条 鹿児島大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施に当たっては，佐賀大学，鹿児

島大学及び琉球大学が協力するものとする。 

２ 前項に規定する連合農学研究科の連合講座は，佐賀大学の農学部及びこれに関連を有す

る学内共同教育研究施設の教員が，鹿児島大学の農学部及び水産学部並びに琉球大学農学

部の教員とともに担当するものとする。 

    第５節 入学定員及び収容定員 

 （入学定員及び収容定員） 

第６条 研究科の入学定員及び収容定員は，次のとおりとする。 

研 究 

科 
専     攻 

修士課程・博士前

期課程 

博士課程・博士後

期課程 
専門職学位課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

学校教

育学研

究科 

教育実践探究専攻      ２０人 ４０人 

小    計     ２０人 ４０人 

医学系

研究科 

医科学専攻 

看護学専攻 

１５人 

１６人 

３０人 

３２人 

    

小     計 ３１人 ６２人     

医科学専攻   ２５人 １００人   
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小     計   ２５人 １００人   

工学系

研究科 

数理科学専攻 

物理科学専攻 

知能情報システム学専攻 

循環物質化学専攻 

機械システム工学専攻 

電気電子工学専攻 

都市工学専攻 

先端融合工学専攻 

９人 

１５人 

１６人 

２７人 

２７人 

２７人 

２７人 

３６人 

１８人 

３０人 

３２人 

５４人 

５４人 

５４人 

５４人 

７２人 

    

小     計 １８４人 ３６８人     

システム創成科学専攻   ２４人 ７２人   

小     計   ２４人 ７２人   

農学研

究科 

生物資源科学専攻 ４０人 ８０人     

小     計 ４０人 ８０人     

地域デ

ザイン

研究科 

地域デザイン専攻 ２０人 ４０人     

小     計 ２０人 ４０人     

合          計 ２７５人 ５５０人 ４９人 １７２人 ２０人 ４０人 

 

第２章 大学院通則 

    第１節 標準修業年限，在学年限，学年，学期及び休業日 

 （修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程の標準修業年限） 

第７条 修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程の標準修業年限は，２年とする。ただ

し，教育研究上(専門職学位課程にあっては教育上)の必要があると認められる場合には，

研究科，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，その標準修業年限は，２年を超えるものと

することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程においては，主

として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって，教育研究上(専門職学位

課程にあっては教育上)の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時

期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，

研究科，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を１年以上２年未満の期間と

することができる。 

 （博士後期課程の標準修業年限） 

第８条 博士後期課程の標準修業年限は，３年とする。ただし，教育研究上の必要があると

認められる場合には，研究科，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，その標準修業年限は，

３年を超えるものとすることができる。 

 （医学系研究科の博士課程の標準修業年限） 
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第９条 医学系研究科の博士課程の標準修業年限は４年とする。ただし，教育研究上の必要

があると認められる場合には，研究科，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，その標準修

業年限は，４年を超えるものとすることができる。 

 （在学年限） 

第１０条 大学院における在学年限は，修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程にあっ

ては４年，博士後期課程にあっては６年，医学系研究科の博士課程にあっては８年とする。 

 （学年，学期及び休業日） 

第１１条 大学院の学年，学期及び休業日については，佐賀大学学則（平成１６年４月１日

制定。以下「学則」という。）第４条及び第５条第１項の規定を準用する。 

    第２節 教育課程 

 （教育課程の編成） 

第１１条の２ 大学院（学校教育学研究科を除く。）は，その教育上の目的を達成するため

に必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」

という。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては，大学院は，専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力

を修得させるとともに，当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に

配慮しなければならない。 

３ 学校教育学研究科は，その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科

目を自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

 （教育方法） 

第１２条 大学院（学校教育学研究科を除く。）における教育は，授業科目の授業及び研究

指導により行う。 

２ 大学院の課程（専門職学位課程を除く。）においては，教育上特別の必要があると認め

られる場合には，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適

当な方法により教育を行うことができる。 

３ 大学院の課程（専門職学位課程を除く。）においては，教育上特別の必要があると認め

られた場合には，他の国立の研究所等の研究者を大学院教員に併任する等の方法により，

当該研究所等において授業又は研究指導を行うこと（連携大学院方式と称する。）ができ

る。 

４ 学校教育学研究科専門職学位課程における教育は，授業科目の授業により行う。ただし，

この場合において，当該専攻の目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ，

課題研究，関係教育機関との連携教育その他適切な方法により授業を行うよう配慮しなけ

ればならない。 

（履修方法等） 

第１３条 研究科における授業科目，単位数及び研究指導並びにこれらの履修方法は，当該

研究科において定める。 

２ 研究科において教育上必要と認めた場合には，前項によるほか，特別の履修コース並び

に共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設の研究成果を踏まえた教育プログラ

ムを開設することができる。 

３ 学長は，研究科長からの申出に基づき，前項の特別の履修コースを修了した者に対し，
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修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

 （一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準） 

第１３条の２ 大学院が，一の授業科目について講義，演習，実験，実習又は実技のうち二

以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては，その組み合わせに応

じ，学則第１９条第１項各号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもって

一単位とする。 

 （成績の判定） 

第１３条の３ 学生が一の授業科目を履修した場合には，成績判定の上，合格した者に対し

て所定の単位を与える。 

２ 成績は，秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし，秀・優・良・可を合格とし，不

可は不合格とする。 

（他の大学院及び外国の大学院における授業科目の履修等） 

第１４条 大学院は，教育上有益と認めるときは，他の大学院（外国の大学院を含む。）と

の協議に基づき，学生が当該他の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。 

２ 前項の規定により，学生が当該他の大学院において修得した単位を，研究科委員会（工

学系研究科にあっては教授会。以下「研究科委員会等」という。）の議に基づき，１０単

位を超えない範囲内で，課程修了の要件となる単位として認定することができる。 

３ 前２項の規定は，外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修

する場合，外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程にお

ける授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日

本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和５１年法律第７２号）第１条第２項に規

定する１９７２年１２月１１日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学（以

下「国際連合大学」という。）の教育課程における授業科目を履修する場合について準用

する。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１５条 大学院は，教育上有益と認めるときは，学生が大学院に入学する前に大学院又は

他の大学院（外国の大学院を含む。）において履修した授業科目について修得した単位

（科目等履修生により修得した単位を含む。）を，研究科委員会等の議に基づき，大学院

に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は，転入学，再入学の場合

を除き，１０単位を超えない範囲内で，課程修了の要件となる単位として認定することが

できる。 

 （長期にわたる教育課程の履修） 

第１６条 学生が，職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間に

わたり計画的に教育課程を履修し，修了することを希望する旨を申し出たときは，各研究

科の定めるところによりその計画的な履修を認めることができる。この場合において，在

学年限は，修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程にあっては４年，博士後期課程に

あっては６年，博士課程にあっては８年を超えないものとする。 

 （他の大学院等における研究指導） 
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第１７条 大学院（学校教育学研究科を除く。）は，教育上有益と認めるときは，他の大学

院又は研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）との協議に基づき，学生が当該大

学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし，

修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には，当該研究指導を受ける期間は，

１年を超えないものとする。 

 （成績評価基準等の明示等） 

第１７条の２ 大学院は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の

授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 大学院は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては，客観性

及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該

基準にしたがって適切に行うものとする。 

    第３節 課程の修了要件等 

 （修士課程及び博士前期課程の修了要件） 

第１８条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は，当該課程に２年（２年以外の標準修業

年限を定める研究科，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限）以上

在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該修士課程及び博

士前期課程の目的に応じ，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終

試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者につい

ては，当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

 （博士前期課程の取扱い） 

第１８条の２ 第４条第４項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士前期課程

の修了の要件は，当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には，前条

に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格する

ことに代えて，次に掲げる試験及び審査（「博士論文研究基礎力審査」という。以下第２

５条において同じ。）に合格することとすることができる。 

 (1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関する分野の基礎

的素養であって当該博士前期課程において修得し，又は涵養すべきものについての試験 

 (2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士前期課程

において修得すべきものについての審査 

 （博士後期課程の修了要件） 

第１９条 博士後期課程の修了要件は，当該課程に３年（３年を超える標準修業年限を定め

る研究科，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限とする。）以上在

学し，研究科が定めた所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文

の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業

績を上げた者については，当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 第７条第２項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程又は博士前

期課程を修了した者及び前条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前

期課程を修了した者の博士後期課程の修了の要件については，前項ただし書中「１年」と

あるのは，「３年（第７条第２項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした修

士課程又は博士前期課程を修了した者にあっては，当該１年以上２年未満の期間を，前条
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ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者にあって

は，当該課程における在学期間（２年を限度とする。）を含む。）」と読み替えて，前項

の規定を適用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず，修士の学位若しくは専門職学位（学位規則（昭和２８年文

部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。）を有する者又は学校教育法施

行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５６条の規定により大学院への入学資格に関

し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が，

博士後期課程に入学した場合の博士後期課程の修了の要件は，当該課程に３年（第８条た

だし書の規定により博士課程の後期の課程について３年を超える標準修業年限を定める研

究科，専攻又は学生の修学上の区分にあっては，当該標準修業年限とし，専門職大学院設

置基準（平成１５年文部科学省令第１６号）第１８条第１項の法科大学院の課程を修了し

た者にあっては，２年（博士課程の後期の課程について３年を超える標準修業年限を定め

る研究科，専攻又は学生の修学上の区分にあっては，当該標準修業年限から１年の期間を

減じた期間）とする。）以上在学し，研究科が定めた所定の単位を修得し，かつ，必要な

研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学

期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に１年（第７条第２項

の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程又は博士前期課程を修了し

た者及び専門職大学院設置基準第２条第２項の規定により標準修業年限を１年以上２年未

満とした専門職学位課程を修了した者にあっては，３年から当該１年以上２年未満の期間

を減じた期間とし，前条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課

程を修了した者にあっては，３年から当該課程における在学期間（２年を限度とする。）

を減じた期間とする。）以上在学すれば足りるものとする。 

 （医学系研究科の博士課程の修了要件） 

第２０条 医学系研究科の博士課程の修了要件は，大学院に４年（４年を超える標準修業年

限を定める研究科，専攻又は学生の修学上の区分にあっては，当該標準修業年限）以上在

学し，研究科が定めた所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文

の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業

績を上げた者については，３年以上在学すれば足りるものとする。 

 （専門職学位課程の修了要件） 

第２０条の２ 専門職学位課程の修了要件は，当該課程に２年(２年以外の標準修業年限を

定める学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限)以上在学し，４６単位以上(高

度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的とし

て，小学校等その他の関係機関で行う実習に係る１０単位以上を含む。)を修得すること

とする。ただし，研究科において必要と認めるときは，在学期間及び修了要件単位に加え，

修了の要件を課すことができる。 

 （学位論文及び最終試験） 

第２１条 前３条に規定する最終試験は，学位論文を中心として，これに関連ある科目につ

いて行うものとする。 

２ 学位論文の審査及び最終試験の合格又は不合格は，当該研究科委員会等が決定し，その

方法は各研究科において定める。 
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３ 前項の学位論文の審査に当たって必要があるときは，当該研究科委員会等の議を経て，

他の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）の教員等の協力を得るこ

とができる。 

    第４節 学位の授与 

 （学位の授与） 

第２２条 修士課程，博士前期課程，博士後期課程，博士課程又は専門職学位課程を修了し

た者には，修士，博士又は専門職学位の学位を授与する。 

２ 前項に定めるもののほか，博士の学位は，大学院の行う博士論文の審査に合格し，かつ，

大学院の博士後期課程又は博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認さ

れた者にも授与することができる。 

３ 前２項に定めるもののほか，学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。 

    第５節 入学，進学，転入学及び再入学等 

 （入学の時期） 

第２３条 入学の時期は，学年の始めとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，後学期の始めに学生を入学させることができる。 

 （入学資格） 

第２４条 修士課程，博士前期課程又は専門職学位課程に入学することのできる者は，次の

各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条に定める大学を卒業した者 

 (2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

 (3) 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者 

 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者  

 (5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６

年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了した者 

 (6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者 

 (7) 文部科学大臣の指定した者 

 (8) 学校教育法第１０２条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって，当該者

をその後に入学させる大学院において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力

があると認めたもの 

 (9) 大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で，２２歳に達したもの 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，大学の定める単

位を優秀な成績で修得したと認めるものを，修士課程又は博士前期課程に入学させること

ができる。 

 (1) 学校教育法第８３条に定める大学に３年以上在学した者 
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 (2) 外国において，学校教育における１５年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における１５年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１５

年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了した者 

第２５条 博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

 (1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

 (2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又

は専門職学位に相当する学位を授与された者  

 (4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程

を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

 (5) 国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 

 (6) 外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，

第１８条の２に規定する博士論文研究基礎力審査に相当するものに合格し，博士の学位

を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

 (7) 文部科学大臣の指定した者 

 (8) 大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位を有する者と同等以上の学

力があると認めた者で，２４歳に達したもの 

第２６条 医学系研究科の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

 (1) 大学の医学，歯学又は修業年限が６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業し

た者 

 (2) 外国において学校教育における１８年の課程（最終の課程は，医学，歯学，薬学又は

獣医学）を修了した者 

 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における１８年の課程（最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医

学）を修了した者 

 (4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における  

１８年の課程（最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるもの

に限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

 (5) 文部科学大臣の指定した者 

 (6) 学校教育法第１０２条第２項の規定により他の大学院（医学，歯学，薬学又は獣医学

を履修する課程に限る。）に入学した者であって，当該者をその後に入学させる大学院

において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 
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 (7) 大学院において，個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学又は修業年限が６年

の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

で，２４歳に達したもの 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，大学院において，

所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めたものを，医学系研究科の博士課程

に入学させることができる。 

(1) 大学の医学，歯学又は修業年限が６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に４年以

上在学した者 

(2) 外国において，学校教育における１６年の課程（最終の課程は，医学，歯学，薬学又

は獣医学）を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における１６年の課程（最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医

学）を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６

年の課程（最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるものに限

る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で

あって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

 （入学志願） 

第２７条 大学院に入学を志願する者は，所定の期日までに，入学願書その他必要な書類に

所定の検定料を添えて，提出しなければならない。 

（入学志願者の選考及び入学の許可） 

第２８条 前条の入学を志願した者については，別に定めるところにより行う選考結果に基

づき，研究科委員会等の議を経て，学長が入学を許可する。 

 （入学手続及び入学許可の取消し） 

第２９条 入学を許可された者は，別に定めるところにより入学の手続を行い，かつ，誓約

書を提出しなければならない。 

２ 前項の規定に違反したときは，学長は，入学許可を取り消すものとする。 

 （博士後期課程又は博士課程への進学資格） 

第３０条 博士後期課程又は博士課程に進学することのできる者は，大学院の修士課程又は

博士前期課程を修了した者とする。 

 （進学志願） 

第３１条 進学を志願する者は，所定の期日までに出願書類その他必要な書類を提出しなけ

ればならない。 

（進学志願者の選考及び進学の許可） 

第３２条 進学志願者については，選考の上，研究科委員会等の議を経て，学長が進学を許

可する。 

（転入学及び再入学） 

第３３条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは，志願する専攻に関係する研究科

委員会等の議を経て，学期の始めに学長が，相当年次に入学を許可することがある。 

(1) 他の大学院（外国の大学院を含む。）に在学中の者で転入学を志願する者 

- 21 -



(2) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程

に在学した者（学校教育法第１０２条第１項に規定する者に限る。）及び国際連合大学

の課程に在学した者で転入学を志願する者 

(3) 大学院を退学した者で再入学を志願する者 

２ 転入学又は再入学を許可された者の在学すべき年数，履修すべき単位数は，研究科委員

会等の議を経て，研究科長が決定する。 

 （休学） 

第３４条 病気その他の事由によって継続して３月以上修学できない者は，学長の許可を得

て休学することができる。ただし，疾病の場合は，医師の診断書を添えなければならない。 

２ 休学期間は１年以内とする。ただし，特別の理由がある場合は，１年を限度として，そ

の期間を延長することができる。 

３ 休学期間は，通算して２年を超えることができない。 

４ 休学期間は，在学期間に算入しない。 

 （復学） 

第３５条 休学期間が満了するとき又は休学期間中にその事由が消滅したときは，学長に復

学を願い出て，許可を受けなければならない。 

 （退学） 

第３６条 自己の都合により退学する者は，学長に願い出て，許可を受けなければならない。 

 （転学） 

第３７条 他の大学院への入学又は転学を志願する者は，学長に願い出て，許可を受けなけ

ればならない。 

（転研究科及び転専攻）  

第３８条 転研究科又は転専攻を志願する者があるときは，関係する研究科の研究科委員会

等の議を経て，学長が学期の始めに限り許可することがある。 

２ 転研究科又は転専攻を許可された者の在学すべき年数，履修すべき単位数は，研究科委

員会等の議を経て，研究科長が決定する。 

（派遣及び留学） 

第３９条 教育上有益と認めるときは，他の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究所

等を含む。）との協議に基づき，当該他の大学院又は研究所等に学生を派遣し，又は留学

させることができる。 

２ 前項の派遣及び留学については，研究科委員会等の議を経て行うものとする。 

３ 派遣及び留学の期間は，標準修業年限に算入する。 
４ 派遣及び留学に関し，必要な事項は，別に定める。 

（除籍） 

第４０条 次の各号のいずれかに該当する者は，研究科委員会等の議を経て，学長が除籍す

る。 

(1) 第１０条に規定する期間在学して修了できない者 

(2) 病気その他で修業の見込みがない者 

(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部の免除を許可された者で
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あって，その納付すべき入学料を納付しない者 

(4) 授業料の納付を怠り，督促を受けてもなお納付しない者 

    第７節 科目等履修生，特別研究学生，特別聴講学生，研究生及び外国人留学生 

 （科目等履修生） 

第４１条 大学院の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があ

るときは，教育研究に支障のない限り，当該研究科において選考の上，学長が学期の始め

に科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 科目等履修生に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （特別研究学生） 

第４２条 他の大学院又は外国の大学院等の学生で，大学院において研究指導を受けようと

する者があるときは，他の大学院又は外国の大学院等との協議に基づき，学長が特別研究

学生として研究指導を受けることを認めることがある。 

２ 特別研究学生に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （特別聴講学生） 

第４３条 他の大学院又は外国の大学院等の学生で，大学院の授業科目の履修を希望する者

があるときは，他の大学院又は外国の大学院等との協議に基づき，学長が特別聴講学生と

して履修を認めることがある。 

２ 特別聴講学生に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （研究生） 

第４４条 研究科において特定の事項について研究を希望する者があるときは，教育研究に

支障のない限り，当該研究科において選考の上，学長が原則として学期の始めに，研究生

として入学を許可することがある。 

２ 研究生に関し，必要な事項は，別に定める。 

 （外国人留学生） 

第４５条 外国人で，大学院において教育を受ける目的をもって入国し，大学院に入学を志

願する者があるときは，当該研究科において選考の上，学長が外国人留学生として入学を

許可することがある。 

２ 外国人留学生に関し，必要な事項は，別に定める。 

    第８節 検定料，入学料及び授業料 

 （検定料，入学料及び授業料） 

第４６条 検定料，入学料及び授業料の額は，別に定める。 

２ 第１６条の規定に基づき，当該標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育

課程を履修して課程を修了することを認められた者（以下「長期履修学生」という。）か

ら徴収する授業料の年額は，長期履修学生として，標準修業年限を超えて一定の期間にわ

たり計画的に教育課程を履修することを認められた期間（以下「長期在学期間」とい

う。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に当該標準修業年

限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額（その額に１０円未満

の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とする。 

 （検定料の徴収） 

第４６条の２ 検定料は，入学，編入学，転入学又は再入学の出願を受理するときに徴収す
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るものとする。 

 （入学料の徴収） 

第４６条の３ 入学料は，入学を許可するときに徴収するものとする。 

 （検定料及び入学料の不徴収） 

第４６条の４ 前２条の規定にかかわらず，大学院の修士課程又は博士前期課程を修了し，

引き続き大学院の博士課程又は博士後期課程に進学する者については，検定料及び入学料

を徴収しないものとする。  

 （入学料の免除等） 

第４７条 大学院に入学する者（研究生又は科目等履修生として入学する者を除く。）であ

って，学業優秀であり，かつ，入学料の納付が困難な経済的理由があると認められる者に

対しては，入学料の全部又は一部を免除することができる。 

２ 前項に定めるもののほか，入学料の免除及び徴収猶予並びに授業料の徴収方法，免除及

び徴収猶予並びに既納の授業料の返還については，学則第４８条から第５５条の２までの

規定並びに第５７条第１項及び第３項の規定を準用する。この場合において，「卒業」と

あるのは｢修了」と，読み替えるものとする。 

    第９節 教員の免許状授与の所要資格の取得 

 （教員の免許状） 

第４８条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和２

４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定

める所要の単位を修得しなければならない。 

２ 大学院の専攻において，当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，別表に掲げ

るとおりとする。 

    第１０節 賞罰 

 （表彰及び懲戒） 

第４９条 表彰及び懲戒については，学則第３８条及び第３９条の規定を準用する。 

   第３章 準用規定 

（準用規定） 

第５０条 大学院の学生に関しては，この大学院学則に定めるもののほか，学則及び本学の

諸規則等の学生に関する規定を準用する。この場合において，「学部」とあるのは「研究

科」と，「学部長」とあるのは「研究科長」と，「教授会」とあるのは「研究科委員会

等」と，それぞれ読み替えるものとする。 

   第４章 改正 

 （改正） 

第５１条 この大学院学則の改正は，教育研究評議会において構成員の３分の２以上の賛成

がなければならない。 

 

   附 則 

１ この大学院学則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ この大学院学則施行前の佐賀大学に，平成１５年１０月１日以降入学した者が修得した

教育課程の履修は，この大学院学則の規定に基づき修得した教育課程の履修とみなす。 
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３ 国立大学法人の成立の際現に国立学校設置法の一部を改正する法律（平成１５年法律第

２９号）附則第２項の規定により平成１５年９月３０日に在学する者（次項において「在

学者」という。）が在学しなくなる日までの間存続するものとされた佐賀大学及び佐賀医

科大学に在学する者に係る修了するために必要であった教育課程の履修は，本学において

行うものとし，本学は，そのため必要な教育を行うものとする。この場合における教育課

程の履修その他当該学生の教育に関し，必要な事項は，平成１６年３月３１日において現

に適用されていた教育課程の履修その他当該学生の教育に関する規程等に定めるところに

よる。 

４ この大学院学則施行後，第３３条の規定に基づき，在学者の属する年次に転入学又は再

入学する者に係る教育課程の履修その他当該学生の教育に関し，必要な事項は，前項の規

定を準用する。 

   附 則（平成１７年５月２０日改正） 

 この大学院学則は，平成１７年５月２０日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１７年９月２７日改正） 

 この大学院学則は，平成１７年９月２７日から施行する。 

   附 則（平成１７年１２月１６日改正） 

 この大学院学則は，平成１７年１２月１６日から施行する。 

   附 則（平成１９年２月１６日改正） 

 この大学院学則は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年４月２０日改正） 

 この大学院学則は，平成１９年４月２０日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１９年７月２０日改正） 

１ この大学院学則は，平成１９年７月２０日から施行し，平成１９年４月１日から適用す

る。 

２ 平成１９年３月３１日において現に在学する者（以下「在学者」という。）及び在学

者の属する年次に転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

   附 則（平成２０年２月１５日改正） 

１ この大学院学則は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年度から平成２２年度までの医学系研究科博士課程医科学専攻の収容定員は，

改正後の第６条の規定にかかわらず，次の表のとおりとする。 

研究科 専  攻 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

医学系研究科 医科学専攻 ３０人 ６０人 ９０人 

   附 則（平成２０年３月２１日改正） 

 この大学院学則は，平成２０年３月２１日から施行する。 

   附 則（平成２１年２月２０日改正） 

１ この大学院学則は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年３月３１日において現に在学する者（以下「在学者」という。）及び在学者

の属する年次に転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

   附 則（平成２２年３月２５日改正） 

１ この大学院学則は，平成２２年４月１日から施行する。 
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２ 平成２２年度の工学系研究科博士前期課程及び農学研究科修士課程の各専攻の収容定

員は，改正後の第６条の規定にかかわらず，次の表のとおりとする。 

研究科 専  攻 平成２２年度 

工学系研究科 

数理科学専攻 ９人 

物理科学専攻 １５人 

知能情報システム学専攻 １６人 

循環物質化学専攻 ２７人 

機械システム工学専攻 ２７人 

電気電子工学専攻 ２７人 

都市工学専攻 ２７人 

先端融合工学専攻 ３６人 

農学研究科 生物資源科学専攻 ４０人 

３ 平成２２年度及び平成２３年度の工学系研究科博士後期課程システム創成科学専攻の収

容定員は，改正後の第６条の規定にかかわらず，次の表のとおりとする。 

研究科 専  攻 平成２２年度 平成２３年度 

工学系研究科 システム創成科学専攻 ２４人 ４８人 

４ 平成２２年３月３１日において現に在学する者（以下「在学者」という。）及び在学

者の属する年次に転入学又は再入学する者については，改正後の第６条並びに第１３条

第２項及び第３項並びに別表の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則（平成２２年１１月２４日改正） 

 この大学院学則は，平成２２年１１月２４日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２７日改正） 

 この大学院学則は，平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年２月２６日改正） 

１ この大学院学則は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年度から平成２８年度までの医学系研究科博士課程医科学専攻及び博士課程・

博士後期課程の合計の収容定員は，改正後の第６条の規定にかかわらず，次の表のとおり

とする。 

研究科 専  攻 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

医学系研究科 医科学専攻 １１５人 １１０人 １０５人 

合    計 １８７人 １８２人 １７７人 

附 則（平成   年  月  日改正） 

１ この大学院学則は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年度の学校教育学研究科教育実践探究専攻及び専門職学位課程並びに地域デザ

イン研究科及び修士課程・博士前期課程の合計の収容定員は，改正後の第６条の規定にか

かわらず，次の表のとおりとする。 

研究科 専  攻 平成２８年度 

学校教育学研究科 教育実践探究専攻 ２０人 

合    計 ２０人 
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地域デザイン研究科 地域デザイン専攻 ２０人 

合    計 ５３０人 

３ 平成２８年３月３１日において現に在学する者（以下「在学者」という。）及び在学者

の属する年次に転入学又は再入学する者については，改正後の第６条及び別表の規定にか

かわらず，なお従前の例による。 
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別表（第４８条第２項関係） 

研究科 課程 専  攻 教員免許状の種類 免許教科の種類 

学校教育学研

究科 

専 門

職 学

位 課

程 

教育実践探究専

攻 

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 

国 語 ， 社 会 ， 数

学，理科，音楽，

美術，保健体育，

技術，家庭，英語 

高等学校教諭専修免許状 

国語，地理歴史，

公 民 ， 数 学 ， 理

科，音楽，美術，

工芸，書道，保健

体 育 ， 家 庭 ， 英

語，情報，工業，

農業，商業 

養護教諭専修免許状  

幼稚園教諭専修免許状  

工学系研究科 

博 士

前 期

課程 

数理科学専攻 
中学校教諭専修免許状 数学 

高等学校教諭専修免許状 数学 

物理科学専攻 
中学校教諭専修免許状 理科 

高等学校教諭専修免許状 理科 

知能情報システ

ム学専攻 
高等学校教諭専修免許状 情報 

循環物質化学専

攻 

中学校教諭専修免許状 理科 

高等学校教諭専修免許状 理科 

機械システム工

学専攻 
高等学校教諭専修免許状 工業 

電気電子工学専

攻 
高等学校教諭専修免許状 工業 

都市工学専攻 高等学校教諭専修免許状 工業 

先端融合工学専

攻 

中学校教諭専修免許状 理科 

高等学校教諭専修免許状 理科 

農学研究科 
修 士

課程 

生物資源科学専

攻 
中学校教諭専修免許状 理科 

高等学校教諭専修免許状 理科，農業 

地域デザイン

研究科 

修 士

課程 

地域デザイン専

攻 
中学校教諭専修免許状 美術 

高等学校教諭専修免許状 美術，工芸，商業 
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平成２７年３月 佐賀大学

○変更事由を記載した書類

【佐賀大学大学院学則】

１ 変更事由
平成２８年４月１日付けで学校教育学研究科及び地域デザイン研究科を設置することに伴い，

当該学部を佐賀大学学則上に規定するため，所要の改正を行うものである。
なお，既設の教育学研究科及び経済学研究科は，平成２８年３月３１日付けで廃止する。

２ 変更点
大学院学則第６条表において，新設研究科の追加及び廃止研究科の削除を行う。

※組織の変更状況は，次表のとおり。

学部 専攻

学校教育学研
究科

【新設】

（専門職学位課程）
教育実践探究専攻

医学系研究科

（修士課程）
医科学専攻
看護学専攻

（博士課程）
医科学専攻

工学系研究科

（博士前期課程）
数理科学専攻
物理科学専攻
知能情報システム学専攻

循環物質化学専攻
機械システム工学専攻
電気電子工学専攻
都市工学専攻
先端融合工学専攻

（博士後期課程）
システム創成科学専攻

農学研究科
（修士課程）
生物資源科学専攻

地域デザイン
研究科

【新設】

（修士課程）
地域デザイン専攻

学部 専攻

教育学研究科

【廃止】

（修士課程）
学校教育専攻
教科教育専攻

経済学研究科

【廃止】

（修士課程）
金融・経済政策専攻
企業経営専攻

医学系研究科

（修士課程）
医科学専攻
看護学専攻

（博士課程）
医科学専攻

工学系研究科

（博士前期課程）
数理科学専攻
物理科学専攻
知能情報システム学専攻

循環物質化学専攻
機械システム工学専攻
電気電子工学専攻
都市工学専攻
先端融合工学専攻

（博士後期課程）
システム創成科学専攻

農学研究科
（修士課程）
生物資源科学専攻
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国立大学法人佐賀大学基本規則改正案・現行対照表 

(改正理由) 

教育学部，芸術地域デザイン学部，学校教育学研究科及び地域デザイン研究科の設置に伴い，所要の改正を行うものである。 

改    正    案 現          行 

 

  （学部） 
第１７条 本学に，次の学部並びに学科及び課程を置く。 
  教育学部 
   学校教育課程 
 
 
 

経済学部 
   経済学科 
   経営学科 
   経済法学科 
  医学部 
   医学科 
   看護学科 
  理工学部 
   数理科学科 
   物理科学科 
   知能情報システム学科 
   機能物質化学科 
   機械システム工学科 
   電気電子工学科 
   都市工学科 
  農学部 
   応用生物科学科 
   生物環境科学科 
   生命機能科学科 
  芸術地域デザイン学部 
   芸術地域デザイン学科 

 

（学部） 
第１７条 本学に，次の学部並びに学科及び課程を置く。 
  文化教育学部 
   学校教育課程 
   国際文化課程 
   人間環境課程 
   美術・工芸課程 
  経済学部 
   経済学科  
   経営学科 
   経済法学科 
  医学部 
   医学科 
   看護学科 
  理工学部 
   数理科学科 
   物理科学科 
   知能情報システム学科 
   機能物質化学科 
   機械システム工学科 
   電気電子工学科 
   都市工学科 
  農学部 
   応用生物科学科 
   生物環境科学科 
   生命機能科学科 
 
 

-
 3

0
 -



２ 学部並びに学科及び課程の目的，学部の入学定員，修業年限，教育課程，

学生の入学，退学，卒業その他学生の修学上必要な事項は，別に定める。 
 
（大学院） 

第１８条 本学に，大学院を置く。 
２～３ （略） 
４ 大学院に置く研究科及び専攻は，次のとおりとする。 
  学校教育学研究科（専門職学位課程）教育実践探究専攻 
   

 
 

医学系研究科（修士課程）   医科学専攻 
                 看護学専攻 
        （博士課程）   医科学専攻 
  工学系研究科（博士前期課程） 数理科学専攻 
                 物理科学専攻 
                 知能情報システム学専攻 
                 循環物質化学専攻 
                 機械システム工学専攻 
                 電気電子工学専攻 
                 都市工学専攻 
                 先端融合工学専攻                  
        （博士後期課程） システム創成科学専攻 
  農学研究科（修士課程）     生物資源科学専攻 
  地域デザイン研究科（修士課程）地域デザイン専攻 
５ 大学院の研究科及び専攻の目的，入学定員，標準修業年限，教育課程，

学生の入学，退学，修了その他学生の修学上必要な事項は，別に定める。 
 
（学部附属の教育施設及び研究施設） 

第２３条 本学に，次の学部附属の教育施設及び研究施設を置く。 
  教育学部 
   附属幼稚園 
   附属小学校 
   附属中学校 

２ 学部並びに学科及び課程の目的，学部の入学定員，修業年限，教育課程，

学生の入学，退学，卒業その他学生の修学上必要な事項は，別に定める。 

 

（大学院） 

第１８条 本学に，大学院を置く。 

２～３ （略） 

４ 大学院に置く研究科及び専攻は，次のとおりとする。 

  教育学研究科（修士課程）   学校教育専攻 

                 教科教育専攻 

  経済学研究科（修士課程）   金融・経済政策専攻 

                 企業経営専攻 

  医学系研究科（修士課程）   医科学専攻 

                 看護学専攻 

        （博士課程）   医科学専攻 

  工学系研究科（博士前期課程） 数理科学専攻 

                 物理科学専攻 

                 知能情報システム学専攻 

                 循環物質化学専攻 

                 機械システム工学専攻 

                 電気電子工学専攻 

                 都市工学専攻 

                 先端融合工学専攻                  

        （博士後期課程） システム創成科学専攻 

  農学研究科（修士課程）     生物資源科学専攻 

 

５ 大学院の研究科及び専攻の目的，入学定員，標準修業年限，教育課程，

学生の入学，退学，修了その他学生の修学上必要な事項は，別に定める。 

 

（学部附属の教育施設及び研究施設） 

第２３条 本学に，次の学部附属の教育施設及び研究施設を置く。 
  文化教育学部 
   附属幼稚園 
   附属小学校 
   附属中学校 

-
 3

1
 -



   附属特別支援学校 
   附属教育実践総合センター 
  医学部 
   附属病院 
   附属地域医療科学教育研究センター 
   附属先端医学研究推進支援センター 
  農学部 
   附属アグリ創生教育研究センター 
２ 前項の附属特別支援学校は，知的障害者に対する教育を行う。 
３ 学部附属の教育施設及び研究施設に関し，必要な事項は，別に定める。 
 
 

附 則（平成  年  月  日改正） 
１ この基本規則は，平成２８年４月１日から施行する。 
２ 平成２８年３月３１日に文化教育学部に置かれている課程は，改正後の

第１７条第１項の規定にかかわらず，平成２８年３月３１日において現に

当該課程に在学する者（以下「在学者」という。）及び在学者の属する年次

に転入学又は再入学する者が在学しなくなる日までの間，存続するものと

する。 
３ 平成２８年３月３１日に教育学研究科及び経済学研究科に置かれている

専攻は，改正後の第１８条第４項の規定にかかわらず，平成２８年３月３

１日において現に当該専攻に在学する者（以下この項において「在学者」

という。）及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者が在学しなく

なる日までの間，存続するものとする。 

   附属特別支援学校 
   附属教育実践総合センター 
  医学部 
   附属病院 
   附属地域医療科学教育研究センター 
   附属先端医学研究推進支援センター 
  農学部 
   附属アグリ創生教育研究センター 
２ 前項の附属特別支援学校は，知的障害者に対する教育を行う。 
３ 学部附属の教育施設及び研究施設に関し，必要な事項は，別に定める。 
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佐賀大学大学院学則改正案・現行対照表 

(改正理由) 

学校教育学研究科及び地域デザイン研究科の設置に伴い，所要の改正を行うものである。 

改    正    案 現          行 

 

（研究科） 

第３条 大学院に，次の研究科を置く。 

  学校教育学研究科 

 

  医学系研究科 

  工学系研究科 

  農学研究科 

  地域デザイン研究科 

２ 前項の研究科及び当該研究科の専攻の目的は，各研究科及び各専攻ごと

に別に定める。 

 

（課程） 

第４条 大学院の課程は，修士課程，博士課程 及び専門職学位課程 とする。 

２～４ （略） 

５ 専門職学位課程は，高度の専門的能力及び優れた資質を有する教員の養

成のための教育を行うことを目的とする。 

６ 学校教育学研究科は，専門職大学院設置基準（平成１５文部科学省令第

１６号）第２６条に規定する教職大学院の課程とする。 

 

 

 

 

（研究科） 

第３条 大学院に，次の研究科を置く。 

  教育学研究科 

  経済学研究科 

  医学系研究科 

  工学系研究科 

  農学研究科 

 

２ 前項の研究科及び当該研究科の専攻の目的は，各研究科及び各専攻ごと

に別に定める。 

 

（課程） 

第４条 大学院の課程は，修士課程 及び 博士課程とする。 

２～４ （略） 

 （新設） 

 

（新設） 
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 （入学定員及び収容定員） 

第６条 研究科の入学定員及び収容定員は，次のとおりとする。 

研究科 専   攻 

修士課程・博士

前期課程 

博士課程・博士

後期課程 
専門職学位課程 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

学校教育学研

究科 

教育実践探究専攻     ２０人 ４０人 

小   計     ２０人 ４０人 

医学系研究科 （略） （略） （略） （略） （略）   

（略） （略） （略） （略） （略） （略）   

地域デザイン

研究科 
地域デザイン専攻 ２０人 ４０人     

 小   計 ２０人 ４０人     

合   計 
２７５

人 

５５０

人 

４９人 

１７２

人 

２０人 ４０人 

 

（修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程の標準修業年限） 

第７条 修士課程，博士前期課程 及び専門職学位課程 の標準修業年限は，２

 

 

 （入学定員及び収容定員） 

第６条 研究科の入学定員及び収容定員は，次のとおりとする。 

研究科 専   攻 

修士課程・博士前期課程 博士課程・博士後期課程 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

教育学研究科 

学校教育専攻 ６人 １２人   

教科教育専攻 ３３人 ６６人   

小   計 ３９人 ７８人   

経済学研究科 

金融・経済政策専攻 ４人 ８人   

企業経営専攻 ４人 ８人   

小   計 ８人 １６人   

医学系研究科 （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

合   計 ３０２人 ６０４人 ４９人 １７２人 

 

（修士課程及び博士前期課程の標準修業年限） 

第７条 修士課程 及び 博士前期課程の標準修業年限は，２年とする。ただし，
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年とする。ただし，教育研究上 (専門職学位課程にあっては教育上)の必要

があると認められる場合には，研究科，専攻又は学生の履修上の区分に応

じ，その標準修業年限は，２年を超えるものとすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，修士課程，博士前期課程 及び専門職学位課程

においては，主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であ

って，教育研究上 (専門職学位課程にあっては教育上)の必要があり，かつ，

昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を

行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，研究科，専攻又

は学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を１年以上２年未満の期間と

することができる。 

 

（在学年限） 

第１０条 大学院における在学年限は，修士課程，博士前期課程 及び専門職

学位課程 にあっては４年，博士後期課程にあっては６年，医学系研究科の

博士課程にあっては８年とする。 

 

（教育課程の編成） 

第１１条の２ 大学院（学校教育学研究科を除く。）は，その教育上の目的

を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に

対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し，体系的に教育

課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては，大学院は，専攻分野に関する高度の専門

的知識及び能力を修得させるとともに，当該専攻分野に関連する分野の基

礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 

３ 学校教育学研究科は，その教育上の目的を達成するために専攻分野に応

じ必要な授業科目を自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

教育研究上の必要があると認められる場合には，研究科，専攻又は学生の

履修上の区分に応じ，その標準修業年限は，２年を超えるものとすること

ができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，修士課程 及び 博士前期課程においては，主と

して実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって，教育研究上の

必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授

業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，

研究科，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を１年以上２年

未満の期間とすることができる。 

 

 

（在学年限） 

第１０条 大学院における在学年限は，修士課程 及び 博士前期課程にあって

は４年，博士後期課程にあっては６年，医学系研究科の博士課程にあって

は８年とする。 

 

（教育課程の編成） 

第１１条の２ 大学院は，その教育上の目的を達成するために必要な授業科

目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」

という。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

 

２ 教育課程の編成に当たっては，大学院は，専攻分野に関する高度の専門

的知識及び能力を修得させるとともに，当該専攻分野に関連する分野の基

礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 

 （新設） 
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 （教育方法） 

第１２条 大学院（学校教育学研究科を除く。）における教育は，授業科目

の授業及び研究指導により行う。 

２ 大学院の課程（専門職学位課程を除く。）においては，教育上特別の必

要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期において

授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

３ 大学院の課程（専門職学位課程を除く。）においては，教育上特別の必

要があると認められた場合には，他の国立の研究所等の研究者を大学院教

員に併任する等の方法により，当該研究所等において授業又は研究指導を

行うこと（連携大学院方式と称する。）ができる。 

４ 学校教育学研究科専門職学位課程における教育は，授業科目の授業によ

り行う。ただし，この場合において，当該専攻の目的を達成し得る実践的

な教育を行うよう専攻分野に応じ，課題研究，関係教育機関との連携教育

その他適切な方法により授業を行うよう配慮しなければならない。 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第１６条 学生が，職業を有している等の事情により，標準修業年限を超え

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し，修了することを希望す

る旨を申し出たときは，各研究科の定めるところによりその計画的な履修

を認めることができる。この場合において，在学年限は，修士課程，博士

前期課程 及び専門職学位課程 にあっては４年，博士後期課程にあっては６

年，博士課程にあっては８年を超えないものとする。 

 

（他の大学院等における研究指導） 

第１７条 大学院（学校教育学研究科を除く。）は，教育上有益と認めると

 

（教育方法） 

第１２条 大学院における教育は，授業科目の授業及び研究指導により行う。 

 

２ 大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められる場合に

は，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の

適当な方法により教育を行うことができる。 

３ 大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められた場合に

は，他の国立の研究所等の研究者を大学院教員に併任する等の方法により，

当該研究所等において授業又は研究指導を行うこと（連携大学院方式と称

する。）ができる。 

 （新設） 

 

 

 

 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第１６条 学生が，職業を有している等の事情により，標準修業年限を超え

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し，修了することを希望す

る旨を申し出たときは，各研究科の定めるところによりその計画的な履修

を認めることができる。この場合において，在学年限は，修士課程 及び

博士前期課程にあっては４年，博士後期課程にあっては６年，博士課程に

あっては８年を超えないものとする。 

 

（他の大学院等における研究指導） 

第１７条 大学院は，教育上有益と認めるときは，他の大学院又は研究所等
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きは，他の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）と

の協議に基づき，学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導

を受けることを認めることができる。ただし，修士課程及び博士前期課程

の学生について認める場合には，当該研究指導を受ける期間は，１年を超

えないものとする。 

 

（専門職学位課程の修了要件） 

第２０条の２ 専門職学位課程の修了要件は，当該課程に２年(２年以外の標

準修業年限を定める学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限)以

上在学し，４６単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員

に係る実践的な能力を培うことを目的として，小学校等その他の関係機関

で行う実習に係る１０単位以上を含む。)を修得することとする。ただし，

研究科において必要と認めるときは，在学期間及び修了要件単位に加え，

修了の要件を課すことができる。 

 

（学位の授与） 

第２２条 修士課程，博士前期課程，博士後期課程，博士課程 又は専門職学

位課程 を修了した者には，修士，博士 又は専門職学位 の学位を授与する。 

２～３ （略） 

 

（入学資格） 

第２４条 修士課程，博士前期課程 又は専門職学位課程 に入学することので

きる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1)～(9) （略） 

 

 

（外国の大学院又は研究所等を含む。）との協議に基づき，学生が当該大学

院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができ

る。ただし，修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には，

当該研究指導を受ける期間は，１年を超えないものとする。 

 

 

  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（学位の授与） 

第２２条 修士課程，博士前期課程，博士後期課程 又は 博士課程を修了した

者には，修士 又は 博士の学位を授与する。 

２～３ （略） 

 

（入学資格） 

第２４条 修士課程 又は 博士前期課程に入学することのできる者は，次の各

号のいずれかに該当する者とする。 

 (1)～(9) （略） 
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附 則（平成   年  月  日改正） 

１ この大学院学則は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年度の学校教育学研究科教育実践探究専攻及び専門職学位課程

並びに地域デザイン研究科及び修士課程・博士前期課程の合計の収容定員

は，改正後の第６条の規定にかかわらず，次の表のとおりとする。 

 

研究科 専  攻 平成２８年度 

学校教育学研究科 教育実践探究専攻 ２０人 

合    計 ２０人 

地域デザイン研究科 地域デザイン専攻 ２０人 

合    計 ５３０人 

３ 平成２８年３月３１日において現に在学する者（以下「在学者」という。）

及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については，改正後の

第６条及び別表の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

 
別表（第４８条第２項関係） 

学   部 課程 専攻 教員免許状の種類 免許教科の種類 

学校教育学

研究科 

専門職学

位課程 

教育実践

探究専攻 

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 

国語，社会，数学，理

科，音楽，美術，保健

体育，技術，家庭，英

語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第４８条第２項関係） 

学   部 課程 専攻 教員免許状の種類 免許教科の種類 

教育学研究科 修士課程 
学校教育

専攻 

小学校教諭１種免許状  

中学校教諭専修免許状 

国語，社会，数学，理

科，音楽，美術，保健

体育，技術，家庭，英

語 
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高等学校教諭専修免許状 

国語，地理歴史，公

民，数学，理科，音

楽，美術，工芸，書

道，保健体育，家庭，

英語，情報，工業，

農業，商業 

養護教諭専修免許状  

幼稚園教諭専修免許状  

工学系研究科 （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

地域デザイ

ン研究科 

修士課程 地域デザ

イン専攻 

中学校教諭専修免許状 美術 

高等学校教諭専修免許状 美術，工芸，商業 

 

 

 

高等学校教諭専修免許状 

国語，地理歴史，公

民，数学，理科，音

楽，美術，工芸，書

道，保健体育，家庭，

情報，工業，英語 

特別支援学校教諭専修免

許状（知的障害者）（肢

体不自由者）（病弱者） 

 

幼稚園教諭専修免許状  

教科教育

専攻 

小学校教諭１種免許状  

中学校教諭専修免許状 

国語，社会，数学，

理科，音楽，美術，

保健体育，技術，

家庭，英語 

高等学校教諭専修免許状 

国語，地理歴史，

公民，数学，理科，

音楽，美術，工芸，

書道，保健体育，

家庭，工業，英語 

幼稚園教諭専修免許状  

経済学研究科 修士課程 

金融・経

済政策専

攻 

中学校教諭専修免許状 
社会 

高等学校教諭専修免許状 公民 

企業経営

専攻 

高等学校教諭専修免許状 商業 
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工学系研究科 （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 
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佐賀大学大学院学校教育学研究科委員会規程（案） 
（平成  年  月  日制定） 

 
（趣旨） 

第１条 国立大学法人佐賀大学基本規則（平成１６年４月１日制定）第２５条第２項の規定

による佐賀大学大学院学校教育学研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）の組織，

権限及び運営等については，この規程の定めるところによる。 
（組織） 

第２条 研究科委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 研究科長 

(2) 研究科の授業を担当できる専任の教授，准教授，講師及び助教 

（審議事項） 

第３条 研究科委員会は，学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり，当該事項を

審議し，意見を述べるものとする。 

(1) 研究科担当の教員候補者の選考に関すること。 

(2) 学生の入学及び課程の修了並びに学位の授与に関すること。 

(3) 学生の懲戒に関すること。 

２ 研究科委員会は，前項に規定するもののほか，学長及び研究科長がつかさどる教育研究

に関する事項について審議し，及び学長等の求めに応じ，意見を述べることができる。 

（会議の招集及び議長） 
第４条 研究科委員会は，研究科長が招集し，その議長となる。 
２ 研究科長に事故があるときは，研究科委員会においてあらかじめ指定した教授が，その

職務を代行する。 
（会議の議決） 

第５条 研究科委員会は，委員の３分の２以上が出席しなければ，議事を開き，議決をする

ことができない。 
２ 議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは議長の決するところに

よる。ただし，第３条第１号及び第４号に掲げる事項並びに特に重要な事項については，

出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。 
（事務） 

第６条 研究科委員会の事務は，教育学部（仮称）の事務部において処理する。 
（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか，研究科委員会の議事及び運営に関し，必要な事項は，

研究科委員会が定める。 
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附 則 
 この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 
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学生の確保の見通し等を記載した書類 

 
1．学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況 

（1）学生の確保の見通し 

①定員充足の見込み 

  本教職大学院の前身にあたる佐賀大学大学院教育学研究科では，学校教育専攻と教科

教育専攻のいずれの専攻においても「定員割れ」の状況は発生しておらず，入学者選抜

においても一定（1.25～1.64 倍）の志願者倍率が発生する程度には常に入学志願者を集

めており，問題のない定員充足を続けてきた（表１参照）。 
  なお，この定員内には，佐賀県教育委員会からの派遣による現職大学院生が毎年７名

含まれており，いずれも大学院設置基準 14条特例による２年課程（１年目のみ研修専念，

２年目には勤務と並行した論文作成）である。教職大学院設置後も，この派遣院生の枠

「７名」は確保されるのに加え，近年の本学大学院教育学研究科への出願状況，大学院

入試での選抜状況を鑑みるに，従来の教育学研究科の定員（39 名）を減じて 20 名の定員

とした本教職大学院においても，一定の入学者の質を担保する選抜が成立し，定員が充

足できるものと考えている。 
 
 

 
 
②定員充足の根拠となる調査結果の概要 

  上記①で指摘した通り，前身である佐賀大学大学院教育学研究科では，学校教育専攻

と教科教育専攻のいずれの専攻においても一定の志願倍率を確保している。加えて，今

回の改組は，収容定員の減（78 名→40 名）を構想した設置申請であり，佐賀県教育委員

会から現職大学院生が７名派遣されること等を考慮した場合，定員については充足可能

と考えている。 
  また，学部教育からの進学者（いわゆる「ストレート・マスター」）の確保については，

学部／研究科等名 学科／課程／専攻等名 項　目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

志　願　者　数 61(1.56) 51(1.30) 54(1.38) 49(1.25) 64(1.64)

合　格　者　数 53 41 46 46 50

入  学  者  数 52 37 41 41 46

入  学  定  員 39 39 39 39 39

入学定員充足率 1.33 0.94 1.05 1.05 1.17

志　願　者　数 14 10 10 6 13

合　格　者　数 10 7 7 6 8

入  学  者  数 10 6 6 6 6

入  学  定  員 6 6 6 6 6

入学定員充足率 1.66 1.00 1.00 1.00 1.00

志　願　者　数 47 41 44 43 51

合　格　者　数 43 34 39 40 42

入  学  者  数 42 31 35 35 40

入  学  定  員 33 33 33 33 33

入学定員充足率 1.27 0.93 1.06 1.06 1.21

※括弧数字は、志願倍率を示す。

教育学研究科全体

修士課程
教育学研究科

教科教育専攻

学校教育専攻

【表 1】入学定員充足率計算表（佐賀大学大学院教育学研究科） 
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教職大学院への進学希望状況を調査し，あわせて設置を周知する目的から平成 27 年１月

及び２月にアンケート調査を実施した。教育実習の事前指導等の機会を活用したため，

平成 27 年度に教育実習を予定している佐賀大学のほぼすべての学生（244 名：うち第３

学年 201 名，第４学年 10 名，未記入等 33 名）の意向を把握した（資料１：別紙参照）。 
  その結果，教職大学院について事前に「知っていた」と回答した学生は，対象者のほ

ぼ半数（123 名）であったが，アンケート実施時の説明後，卒後の進路として教職大学院

に「進学したいと思う」及び「進路の一つとして考えたい」と回答した者は 136 名と半

数を超え，前者は 10 名（４％）であった。この結果からは，ほとんど周知をしていない

現状においてストレート・マスターの入学者確保が予測できるが，今後はホームページ

の開設や進学説明会を開催するなどの，懇切な周知を行うことによって，さらなる入学

者の確保とその質の向上を図るようにする。 
ちなみに，教職大学院を選択肢から除いた（教職大学院の設置を周知する前の）進路

選択としては，「大学院（教育学研究科）への進学」と「大学院（教育学研究科以外）へ

の進学」が 86 名おり，大学院全般への進学意欲も決して低くない。この点も教職大学院

の入学者確保に向けた有力な根拠となるため，適切な周知を継続的に行うことによって

教職大学院への入学者の確保とその質の向上に努める。 
なお，今回のアンケートは，本学の平成26年度第３～４学年の教職課程履修者を対象

として実施したが，佐賀県の出身者で県外の大学に進学し，卒業後は佐賀県で教職に就

くことを希望する学生も少なからず認められる。そのような学生にとっても，本学の教

職大学院への進学が選択肢の１つとなるはずである。そこで，学外に向けても周知活動

を広く行うべきとも考えている。 
 

（2）学生確保に向けた具体的な取組状況 

  現状において大学院設置基準 14 条特例による現職教員の大学院派遣枠が７名あり，安

定的な入学者が見込めるのは，先に述べたとおりである。 
  いっぽう学部からの進学者については，佐賀県における教員の年齢構成を考えると，

今後 10 年程度の間は大量退職が見込まれ，その結果新規採用教員の需要が増えることが

予測される（図１参照）。 

【図 1】教員の年齢構成（佐賀県・学校種別）：平成 22 年度学校教員統計調査より 
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この状況は教員採用という学生の「出口」確保の意味では好条件だが，一方で教職大

学院への就学を経ずに新規採用教員として卒業（非進学）を選択する余地も発生する。 
これに対して，佐賀県教委は採用上の配慮事項として，以下に示す【大学院進学希望

者・在籍者への特例申請】のとおり，大学院進学者についての採用予定者名簿登載の猶

予を制度化しており，採用試験に合格した学部４年生も「教職大学院進学か，教員採用

か」で迷うことなく，実践的指導力を身につけるための教職大学院進学を選べるよう制

度を整えている。 
 
 【大学院進学希望者・在籍者への特例申請】（平成 27 年佐賀県教員採用試験募集要項） 

 
  この制度は，学部４年から教職大学院に進学する学生について，実質３回の受験機会

（学部４年次，教職大学院１年次及び２年次）を保証するものとしても機能する。これ

は進学を希望する学生に対してより確実な進路保証となるため，教職に向けた意欲ある

学生を収容する効果が得られるものと考えている。 
  加えて佐賀県では，公立学校教員採用選考試験において「大学院修了見込者推薦制度」

がとられている。この制度は，大学院修了予定者のうち最大２名が「佐賀県の教育風土

や教育課題を理解した即戦力」として，推薦を経た別枠の選考試験によって公立学校教

員に採用されるというものである（資料２：別紙参照）。ここで示す「専修免許状取得の

ための課程認定を受けている大学院又は教職大学院のうち，通信制の課程によらないも

ので，（中略）佐賀県教育委員会が指定する大学院等」には佐賀大学大学院教育学研究科

が含まれており，教職大学院設置後はこれを引き継ぐことが確認されている。 
後述するように，本教職大学院では佐賀県の教育課題を適切に反映したカリキュラム

をとるため，この推薦制度の趣旨とする人材育成が進められることになり，修了生が制

度の対象となる可能性は高い。先に挙げた名簿登載猶予制度とあわせて，この制度も本

教職大学院に意欲ある学生を引きつける効果があると考えられる。 
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  これに加え，教職大学院のスタッフは，学部段階（全学教育機構および教育学部）の

講義もしくは演習を一部担当することを予定している。全学教育機構での講義について

は，教育学部以外の三学部（経済学部・理工学部・農学部）に在学する教員志望の学生

が進路の一つとして教職大学院を視野に入れられるよう，また，教育学部での講義や演

習については，学部段階での関心を発展させたり，教職に就いた後の実践に結びつけた

りできるよう，教職大学院への受験・進学を促すといった効果が見込まれる。 
  なお，現状においても文化教育学部以外の三学部から教員免許を取得する者が一定数

いるばかりか，実際に教員採用試験を受験する者（図２参照）や教育･学習支援関係の職

を得る者は一定数おり（図３参照），教育学部への改組や教職大学院の設置に関係なく，

この傾向は維持されることが見込まれる。上記のような講義・演習は，こうした教職志

望学生の中に潜在する実践的指導力習得のニーズを掘り起こすことにつながると考えら

れ，一定の進学志望者獲得に寄与するものと見込まれる。 
  上記のような取組を通じて，学生確保を進める予定である。 

 
 

【図 3】学部別教育・学習支援業_就職者数 

【図 2】学部別教員採用試験_受験者数（H26 は，H26.10.1 の状況） 
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2．人材需要の動向等社会の要請 

（1）人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的（概要） 

  本教職大学院では，設置の趣旨にも掲げられる通り，次世代の我が国をつくる人材の

養成を担う，すぐれた教員の養成を使命としている。特に，①学力育成の問題，②多様

な児童・生徒の支援，③新たな学校づくりに向けた学校経営，を重点的な課題とする認

識は，佐賀県教育委員会と佐賀大学において共有されている。 
  これに対し，本教職大学院では，主体的に学び続けながら地域や同僚と協働して学校

の改革・改善を実行できる力を核とする教員の資質を想定し，上述の 3 つの課題に応じ

て，学校と地域との関係の再編成や学校組織の改革，あるいは新たな教育カリキュラム

の開発と実践等を行う力を育成する。現職教員の大学院派遣においては，こうした学校

改革を実際に行う資質を有するリーダー教員を養成したいと考えている。また，学部段

階から進学し，修了後新人教員として教育現場に出る者については，すぐに学校改革に

取り組むことができなくても，来るべき時に向けた改革力として，学校教育の課題を正

確に読み取り，その課題について探究する力を持った教員を養成したいと考えている。 
 
（2）上記（1）が社会的，地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的

な根拠 

  佐賀県教育委員会がまとめた「平成 26 年度佐賀県教育の基本方針」（資料３：別紙参

照）には，「確かな学力を育む教育の推進」「豊かな心を育む教育の推進」「健やかな体を

育む教育の推進」「時代のニーズに対応した教育の推進」「教育活動を支える環境の整備」

「文化財の保護」という６つの重点項目が掲げられ，それぞれにより具体的な施策が示

されている。本教職大学院の設置は，このうち「教育活動を支える環境の整備」として

挙げられる「優秀な教職員の養成・確保」に応答するものと言えるが，これ以外にも，

具体的な政策課題と上記（1）で掲げた研究教育上の目的との間に一致をみることができ

る。 
  まず「確かな学力を育む教育の推進」に掲げられた「学力の現状把握と分析」「教育内

容の工夫や指導法の改善」や「時代のニーズに対応した教育の推進」に掲げられた「Ｉ

ＣＴ利活用教育の推進」や「グローバル化に対応した教育の推進」は，上記（1）に掲げ

た①学力育成の問題として集約することができる。 
  次に「確かな学力を育む教育の推進」に掲げられた「学習環境の整備･充実」のほか「豊

かな心を育む教育の推進」として挙げられる「発達段階に応じた心の教育や体験活動の

推進」「不登校や問題行動，いじめの問題への対応」のほか「時代のニーズに対応した教

育の推進」に掲げられた「特別支援教育の充実」は，上記（1）に挙げた②多様な児童・

生徒の支援の問題として集約できる。 
  さらに「教育活動を支える環境の整備」として挙げられる「安全･安心，快適で，質の

高い教育環境の整備」や「信頼される学校づくりの推進」のほか，「確かな学力を育む教

育の推進」のうち「学習環境の整備・充実」といった具体的課題は，上記（1）に挙げた

③新たな学校づくりに向けた学校経営として集約できる。 
  以上のように，本教職大学院の掲げる人材養成目標は，佐賀県教育委員会の現在掲げ

る教育政策とそれに応じた人材需要をふまえたものである。なお，佐賀県教育委員会と

佐賀大学文化教育学部で締結した協定書（資料４：別紙参照）にあるとおり，教職大学
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院における教育課程・授業に関する事項を含め，広く教職大学院の設置について両者は

協力する方向性を確立しているが，このことは，今後佐賀県における教育の重点が変化

することになった際も，それがただちに教職大学院における教育内容の検討に反映され

ることを意味している。現時点のニーズのみならず，将来的に人材需要の傾向が変わっ

た際にも，それに即応しうる体制が整備されている点からも，本教職大学院が人材需要

の動向等社会の要請に応じたものであると言えよう。 
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●「教職大学院」って何？ 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「教職大学院」の特徴と進学することの一般的メリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 佐賀大学の「教職大学院」は，ココが特徴！！ 
  

平成２８年度より 

佐賀大学に「教職大学院」が設置されます 

近年では，社会の大きな変動があります。そのため，様々な専門的職種や領域において，大

学院段階での高度な専門的職業能力を備えた人材の養成が求められています。 
教員養成の分野では学力問題，いじめや不登校，少子化による学校の統廃合などの課題が大

きくなっています。したがって，それらの課題に対応できる高度な力量ある教員が求められま

す。こうして，高度専門職業人養成としての教員養成に特化した教職大学院が創設されます。 
教職大学院は，次の人材養成を目的としています。 
１ 学部卒業者を対象に，実践的指導力を備え，将来性がある即戦力となる新人教員の養成 
２ 現職教員を対象に，地域や学校における指導的役割を果たし得るリーダー教員の養成 
カリキュラムは，実践的指導力の育成を目標に，事例研究や模擬授業などの教育方法によっ

て展開されます。これらの指導を行うにふさわしい指導体制を整え，研究者教員と実務家教員

とが共同し，学部及び教育学研究科（修士課程）など他の教職課程以上に、高いレベルで教員

養成を行います。（文部科学省 HP（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kyoushoku/kyoushoku.htm）を参照)  

 教育現場の実践的課題に対応したカリキュラムで学修できる 

 教育現場で活かせる実践的な知識や技術が身に付く 

 一種免許状よりも上位にある専修免許が取得できる 

 教職修士（専門職）の学位が授与される 

 大学院修了となるため初任給が高い 

 教員採用試験において優遇措置が取られることがある 

 授業実践、子ども支援、教育経営の３コース、演習中心の授業 

 教育実習は、自己の課題に応じて各自計画、２年間で 10 単位 

 研究者教員と実務家教員(現職教員、指導主事等）とがペアで指導 
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資料１
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長方形



 
 
 
 
 
 
 
 

 

【Q1】 あなたの属性についてお答えください（1 つだけ○）。 
 

【性別】 男性 ・  女性  【学年・所属学部・学科・選修）】                

 

【Q2】 現在，取得を希望している免許をお答えください（希望するもの全てを記入）。 

小学校教諭一種免許状 教科： 特別支援学校教諭一種免許状 教科： 

中学校教諭一種免許状 教科： 幼稚園教諭一種免許状 教科： 

高等学校教諭一種免許状 教科： その他（                   ） 

       

【Q3】 現在，学部卒業後の進路をどのように考えていますか（当てはまるものすべてに○） 
 

１．教員採用試験を受験 ２．大学院（教育学研究科）への進学 

３．大学院（教育学研究科以外）への進学 ４．一般の企業や財団等への就職 

５．公務員試験（教採以外）を受験 ６．その他（               ） 

 

－－－－－－－－－－－－－以下の質問は，裏面の文書を読んで，お答えください－－－－－－－－－－－－－ 

 

【Q4】 「教職大学院」という言葉を知っていましたか（1 つだけ○）。 

１．知っていた ２．知らなかった（今知った） 

 

【Q５】 佐賀大学に「教職大学院」が設置された場合，進学したいと思いますか（1 つだけ○）。 

１．進学したいと思う ２．進路の１つとして考えたい 

３．進学しようとは思わない ４．わからない 

 

【Q６】 仮に，「教職大学院」への進学を考える場合，どのような点が重要ですか。ご意見をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

  

佐賀大学「教職大学院」に関するアンケート調査（在学生用） 

【調査の目的】 

佐賀大学では，新しく教職大学院の設置を検討しています。その中で，進学が想定される在学生の意識について調査する

ことになりました。以下の質問に，皆さんの率直な意見をお答えください。なお，ご回答いただいた情報は，新設計画の資料作

成の目的以外で利用することはいたしません。ご協力お願いいたします。 

                       文化教育学部長  甲斐 今日子  

 

ご協力ありがとうございました 
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

教育実践課題研究Ⅰ 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

異校種教育実習（幼稚園） 1通 5 1

異校種教育実習（小学校） 1通 5 1

異校種教育実習（中学校） 1通 5 1

異校種教育実習（高等学校） 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

教育課程編成の基礎と課題 1後 2 1

現代的な学力観と授業実践の基礎と課題 1前 2 1

授業実践の研究 1後 2 1

学力と学習評価の研究 1後 2 1

授業実践と学習評価の開発 1後 2 1

授業実践と学習評価の省察 2前 2 1

教育実践課題研究Ⅰ 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

関係機関実習 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

地域と連携する学校づくりの基礎と課題 1後 2 1

教職キャリアデザインの基礎と課題 1前 2 1

地域教育経営課題探究の方法論 1後 2 1

教育経営改善の開発・省察 2前 2 1

学校内外連携・協働演習 2前 2 1

教育実践課題研究Ⅰ 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

関係機関実習 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

特別支援教育の基礎と課題 1前 2 1

子ども支援活動実践の開発・省察 2前 2 1

児童福祉と教育 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅰ 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

関係機関実習 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

教育経営の基礎と課題 1前 2 1

学校経営課題探究の方法論 1後 2 1

教育経営改善の開発・省察 2前 2 1

学級・学校危機管理論Ⅱ 1後 2 1

教 員 の 氏 名 等

別記様式第３号（その２の１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

（大学院学校教育学研究科　教育実践探究専攻）

調書
番号

1

2

3

4

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

年齢

月　額
基本給
（千
円）

担当授業科目の名称職位
現　職

（就任年月）
専任等
区　分

保　有
学位等

配当
年次

佐賀大学文化教育学部
教授

（平 5. 4）
５日

博士
（学校教
育学）

佐長
サナガ　タケシ

　健司

＜平成28年4月＞

専 教授

専 教授
松山
マツヤマ

　郁夫
イクオ

＜平成28年4月＞

教授専
上野
ウエノ　ケイゾウ

　景三

＜平成28年4月＞

専 教授
平田
ヒラタ

　　淳
ジュン

＜平成28年4月＞

Doctor
of

Philosop
hy

弘前大学教育学部
准教授

（平15. 4）
５日

佐賀大学文化教育学部
教授

（平14.10）
５日

佐賀大学文化教育学部
教授

（平 2. 8）
５日

教育学
修士

修士
（教育
学）
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

調書
番号

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

年齢

月　額
基本給
（千
円）

担当授業科目の名称職位
現　職

（就任年月）
専任等
区　分

保　有
学位等

配当
年次

教育実践課題研究Ⅰ 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

異校種教育実習（幼稚園） 1通 5 1

異校種教育実習（小学校） 1通 5 1

異校種教育実習（中学校） 1通 5 1

異校種教育実習（高等学校） 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

教科等におけるＩＣＴ利活用の基礎と課題 1後 2 1

授業実践の研究 1後 2 1

授業実践と学習評価の開発 1後 2 1

授業実践と学習評価の省察 2前 2 1

教育実践課題研究Ⅰ 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

異校種教育実習（幼稚園） 1通 5 1

異校種教育実習（小学校） 1通 5 1

異校種教育実習（中学校） 1通 5 1

異校種教育実習（高等学校） 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

授業づくりと学級経営の基礎と課題 1前 2 1

授業実践の研究 1後 2 1

授業実践と学習評価の開発 1後 2 1

授業実践と学習評価の省察 2前 2 1

教育実践課題研究Ⅰ 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

関係機関実習 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

子どもの学ぶ意欲の基礎と課題 1前 2 1

心身の発達過程論 1後 2 1

子ども支援活動実践の開発・省察 2前 2 1

子ども支援活動演習 1後 2 1

教育実践課題研究Ⅰ 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

関係機関実習 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

生徒指導・学校カウンセリングの基礎と課題 1後 2 1

心理アセスメント論 1前 2 1

子ども支援活動実践の開発・省察 2前 2 1

子ども支援活動演習 1後 2 1

6

7

8

5

専 准教授
下田
シモダ

　芳幸
ヨシユキ

＜平成28年4月＞

博士
（心理
学）

佐賀大学文化教育学部
准教授

（平27. 4）
５日

専 准教授
堤
ツツミ　コウイチ

　公一

＜平成28年4月＞

修士
（教育
学）

佐賀大学文化教育学部
准教授

（平22. 4）
５日

専 准教授
米田
コメダ　シゲカズ

　重和

＜平成28年4月＞

修士
（教育
学）

佐賀大学文化教育学部
准教授

（平25. 4）
５日

専 准教授
上長
カミナガ　モユル

　然

＜平成28年4月＞

博士
（学術）

佐賀大学文化教育学部
准教授

（平25. 4）
５日
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

調書
番号

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

年齢

月　額
基本給
（千
円）

担当授業科目の名称職位
現　職

（就任年月）
専任等
区　分

保　有
学位等

配当
年次

教育実践課題研究Ⅰ 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

関係機関実習 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

教育経営の基礎と課題 1前 2 1

教職キャリアデザインの基礎と課題 1前 2 1

教育経営改善の開発・省察 2前 2 1

学校内外連携・協働論 1後 2 1

教育実践課題研究Ⅰ 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

異校種教育実習（幼稚園） 1通 5 1

異校種教育実習（小学校） 1通 5 1

異校種教育実習（中学校） 1通 5 1

異校種教育実習（高等学校） 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

教育課程編成の基礎と課題 1後 2 1

現代的な学力観と授業実践の基礎と課題 1前 2 1

授業実践の研究 1後 2 1

授業実践と学習評価の開発 1後 2 1

授業実践と学習評価の省察 2前 2 1

教育実践課題研究Ⅰ 1前 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

関係機関実習 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

生徒指導・学校カウンセリングの基礎と課題 1後 2 1

特別支援教育の基礎と課題 1前 2 1

子ども支援活動実践の開発・省察 2前 2 1

発達障害を持つ子どもの理解と支援 1後 2 1

子ども支援活動演習 1後 2 1

教育実践課題研究Ⅱ 2後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

異校種教育実習（幼稚園） 1通 5 1

異校種教育実習（小学校） 1通 5 1

異校種教育実習（中学校） 1通 5 1

異校種教育実習（高等学校） 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

授業実践と学習評価の開発 1後 2 1

授業実践と学習評価の省察 2前 2 1

9

10

11

実専 教授
中島
ナカシマ　ヒデアキ

　秀明

＜平成28年4月＞

理学士
佐賀大学文化教育学部

教授
（平27. 4）

５日

実専 教授
岡
オカ　ヨウコ

　陽子

＜平成28年4月＞

修士
（学校教
育学）

重松
シゲマツ　ケイジ

　景二

＜平成28年4月＞

実専 教授
日野
ヒノ　　クミコ

　久美子

＜平成28年4月＞

修士
（教育
学）

５日

12

吉野ヶ里町立
東脊振小学校

教諭
（平23. 4）

実み 准教授

５日

修士
（学校教
育学）

佐賀大学文化教育学部
教授

（平27. 4）

２日

佐賀市立
勧興小学校

教諭
（平25. 4）
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

調書
番号

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

年齢

月　額
基本給
（千
円）

担当授業科目の名称職位
現　職

（就任年月）
専任等
区　分

保　有
学位等

配当
年次

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

関係機関実習 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

子どもの学ぶ意欲の基礎と課題 1前 2 1

子ども支援活動実践の開発・省察 2前 2 1

個が生きる集団づくりのための生徒指導 1後 2 1

子ども支援活動演習 1後 2 1

基盤教育実習（初等） 1通 5 1

基盤教育実習（中等） 1通 5 1

学校課題探究実習（初等） 2通 5 1

学校課題探究実習（中等） 2通 5 1

関係機関実習 1通 5 1

学校変革試行実習（初等） 2通 5 1

学校変革試行実習（中等） 2通 5 1

地域と連携する学校づくりの基礎と課題 1後 2 1

教育経営改善の開発・省察 2前 2 1

学級・学校危機管理論Ⅰ 1前 2 1

学級・学校危機管理論Ⅱ 1後 2 1

15 兼担 教授
中村
ナカムラ

　隆敏
タカトシ

＜平成28年4月＞

博士（学
術）

教科等におけるＩＣＴ利活用の基礎と課題

授業実践指導法の研究

1後

1後

2

0.6

1

1

佐賀大学文化教育学部
教授

（平20. 4）
－

16 兼担 教授
山田
ヤマダ

　潤次
ジュンジ

＜平成28年4月＞

教育学
修士

授業実践と学習評価の開発

授業実践と学習評価の省察

1後

2前

2

2

1

1

佐賀大学文化教育学部
教授

（平18. 4）
－

17 兼担 教授
達富
タツトミ　ヨウジ

　洋二

＜平成28年4月＞

博士
（文学）

授業実践指導法の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（平24.10）

－

18 兼担 教授
田中
タナカ　ショウイチ

　彰一

＜平成28年4月＞

文学
修士

授業実践指導法の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（平 2. 4）

－

19 兼担 教授
瀧川
タキガワ　シンヤ

　真也

＜平成28年4月＞

理学
修士

授業実践指導法の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（平 5. 4）

－

20 兼担 教授
世
ヨナミ　トシツグ

波　敏嗣

＜平成28年4月＞

教育学
修士

授業実践指導法の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（昭63. 4）

－

21 兼担 教授
角
スミ　カズヒロ

　和博

＜平成28年4月＞

博士
（学校教
育学）

授業実践内容開発の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（昭56. 5）

－

22 兼担 教授
栗山
クリヤマ　ヒロシ

　裕至

＜平成28年4月＞

学術修士
（芸術
学）

授業実践指導法の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（平 7. 4）

－

23 兼担 教授
栗原
クリハラ　アツシ

　淳

＜平成28年4月＞

体育学
修士

授業実践指導法の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（平 1. 4）

－

24 兼担 教授
早瀬
ハヤセ　ヒロノリ

　博範

＜平成28年4月＞

文学
修士

授業実践内容開発の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（昭59. 4）

－

25 兼担 教授
宮脇
ミヤワキ　ヒロミ

　博巳

＜平成28年4月＞

理学
博士

授業実践内容開発の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（昭61. 4）

－

26 兼担 教授
池上
イケガミ

　寿伸
トシノブ

＜平成28年4月＞

体育学
修士

授業実践内容開発の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（昭58. 4）

－

27 兼担 教授
荒木
アラキ　ヒロノブ

　博申

＜平成28年4月＞

修士
（デザイ
ン学）

授業実践内容開発の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（平11. 4）

－

28 兼担 教授
大元
オオモト　マコト

　誠

＜平成28年4月＞

教育学
修士

子どもの心理と教育支援 1前 2 1
佐賀大学文化教育学部

教授
（昭61. 4）

－

29 兼担 准教授
宇都宮
ウツノミヤ　アキコ

　明子

＜平成28年4月＞

博士
（教育
学）

授業実践指導法の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

准教授
（平23. 4）

－

13
修士

（教育
学）

実み 准教授
真子
マナゴ　ヤスヒロ

　靖弘

＜平成28年4月＞

２日

小城市立
三日月中学校

教諭
（平22. 4）

２日

実み14

みやき町立
中原中学校

教頭
（平25. 4）

修士
（学校教
育学）

日
ヒヤマ　リョウイチ

山　亮一

＜平成28年4月＞

准教授
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

調書
番号

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

年齢

月　額
基本給
（千
円）

担当授業科目の名称職位
現　職

（就任年月）
専任等
区　分

保　有
学位等

配当
年次

30 兼担 准教授
荒巻
アラマキ　ハルミ

　治美

＜平成28年4月＞

博士
（教育
学）

授業実践指導法の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

准教授
（平11. 4）

－

31 兼担 准教授
吉岡
ヨシオカ　タケヒコ

　剛彦

＜平成28年4月＞

博士
（法学）

授業実践内容開発の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

准教授
（平16. 4）

－

32 兼担 准教授
庄田
ショウダ　トシヒロ

　敏宏

＜平成28年4月＞

博士
（理学）

授業実践内容開発の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

准教授
（平18. 4）

－

33 兼担 准教授
萱島
カヤシマ　トモコ

　知子

＜平成28年4月＞

博士
（教育
学）

授業実践内容開発の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

准教授
（平23. 4）

－

34 兼担 准教授
板橋
イタバシ　エリヤ

　江利也

＜平成28年4月＞

修士
（音楽）

授業実践内容開発の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

准教授
（平17. 4）

－

35 兼担 准教授
若本
ワカモト

　純子
ジュンコ

＜平成28年4月＞

博士（人
文科学）

教育相談における支援体制と連携 1前 2 1
佐賀大学文化教育学部

准教授
（平27. 4）

－

36 兼担 講師
谷口
タニグチ　タカシ

　高志

＜平成28年4月＞

博士
（文学）

授業実践内容開発の研究 1後 0.6 1
佐賀大学文化教育学部

講師
（平25.10）

－

① 兼担 講師
竜田
タッタ

　徹
トオル

＜平成28年4月＞

博士（教
育学）

授業づくりと学級経営の基礎と課題 1前 2 1
佐賀大学文化教育学部

講師
（平25. 4）

－

37 兼任 准教授
川上
カワカミ

　泰彦
ヤスヒコ

＜平成28年4月＞

博士（教
育学）

学校組織論 1後 2 1

兵庫教育大学大学院
学校教育研究科

准教授
（平27. 4）

－
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職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 １　人 人 １　人 人 人 ２　人

修 士 人 人 人 ２　人 ２　人 人 人 ４　人

学 士 人 人 人 人 １　人 人 人 １　人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 ２　人 人 人 人 人 人 ２　人

修 士 人 人 ３　人 ２　人 人 人 人 ５　人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 ２　人 １　人 人 １　人 人 人 ４　人

修 士 人 人 ３　人 ４　人 ２　人 人 人 ９　人

学 士 人 人 人 人 １　人 人 人 １　人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

助 教

別記様式第３号（その３）

合 計

専任教員の年齢構成・学位保有状況

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 授

准 教 授

講 師
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